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令和６年度群馬県地域医療介護 

総合確保計画に関する事後評価 

 

 

 

令和 8 年１月 

群馬県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出

するとともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

  

 

☑ 行った 
（実施状況） 
・令和７年８月 

群馬県保健医療計画会議において説明 
・令和６年 10 月 

群馬県介護人材確保対策会議において説明 
・令和７年 10 月 

群馬県高齢介護施策推進協議会において説明 

 
 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし 
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２．目標の達成状況 
 

 
■群馬県全体（令和６年度計画に記載のアウトプット指標等及び計画期間を再掲） 

■ 県全体 

ア 目標 

 群馬県においては、各医療介護総合確保区域における課題を解決し、高齢者等が地域

において安心して生活できるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
病床の機能分化・連携に向け、地域医療構想策定をふまえ、急性期病床から回復期

病床への転換等を促進する。 
・ 【回復期機能病床数】 

3,583 床（R4 病床機能報告）→4,389 床（R6 回復期機能の必要病床数） 
・ 【県内病床数】 

18,302 床（R4 病床機能報告）→18,095 床（R6 の必要病床数） 

 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 

 第９次保健医療計画等において予定している整備を促進する。 
・ 訪問診療を実施している病院・診療所数 

480～503 か所（R3）→512 か所（R6） 
・ 在宅療養支援歯科診療所数 87 か所（H29）→95 か所（R6） 
・ 訪問看護事業所の訪問看護師数（人口 10 万人あたり）の増加 

42.5 人（H30）→52 人（R6） 
・ 訪問看護事業所数 179 か所（H30）→235 か所（R6） 
・ 地域連携薬局数 47 か所（R5）→78 か所（R6） 

 
（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 

 地域包括ケアシステムの構築に向けて、第９期高齢者保健福祉計画等において予

定している地域密着型サービス施設等の整備及び既存施設等の改修に対して支援

を行う。 

 ＜地域密着型サービス等整備助成事業＞ 

・ 地域密着型介護老人福祉施設（入所定員） 

1,855 床（R5） →2,083 床（R8） ※R8 までに＋228 床 

・ 認知症高齢者グループホーム（利用定員） 

3,324 床（R5） →3,531 床（R8） ※R8 までに＋207 床 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所（利用定員） 
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2,993 人（R5） →3,080 人（R8） ※R8 までに＋87 人 

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所（利用定員） 

445 人（R5） →  619 人（R8） ※R8 までに＋174 人 

   
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 

 県全体の医師数増及び、地域や診療科による医師の偏在解消に取り組む。また、看

護師等の医療従事者の就労環境を改善し、離職を防止するとともに確保対策を推

進し、職員数の増加を図る。 

・ 医療施設従事医師数（人口 10 万人対） 

233.4 人（R4）→263 人以上（R6） 
・ 初期臨床研修医の採用数 

115 人（R5）→119 人以上（R7） 
・ 看護職員離職率の低下（病院看護実態調査） 

9.1％（R4）→8.2％（R6） 
・ 診療科別医療施設従事医師数（救急科） 

65 人（R2）→70 人（R6） 
・ 災害時の亜急性期に派遣できる医療救護チーム数 

24 チーム（H30）→44 チーム（R6） 

 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 

中高年齢者、就業していない女性、外国人など新たな人材の介護職への参入促進、

介護ロボットの推進等による介護職に就いた方の職場定着及び資質向上を図り、

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度に向け、介護人材の需給ギャップを解消

する。 
・ R5 介護職員数 37,664 人 → R7 介護職員必要数 40,843 人 

                    ※R７までに＋3,179 人 

 

（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 
医師の時間外・休日労働時間の上限規制等に対応し、医師の健康を守るとともに、

安全で質の高い地域医療を提供するため、地域での医療提供体制を確保しつつ、勤

務医の働き方改革の取組を進める。 
・ 医師労働時間短縮計画における対象医師の平均時間外・休日労働時間の目

標を達成した医療機関の増加 
0 病院（R5）→3 病院（R6） 

 

イ 計画期間 

  令和６年度 
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□県全体（達成状況） 

１） 主な目標の達成状況 

（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 
【回復期機能病床数】  
・ 3,583 床（R4 病床機能報告）→4,389 床（R6 回復期機能の必要病床数）  

【県内病床数】  
・ 18,302 床（R4 病床機能報告）→18,095 床（R6 の必要病床数） 

 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する事業 

・ 在宅療養支援歯科診療所数   
87 か所(H29) → 80 か所(R6.4) 

・ 在宅療養支援病院数   
19 か所（H29）→ 39 か所（R6）  

・ 在宅療養支援診療所数   
237 か所（H28）→ 257 か所（R6） 

・ 訪問看護事業所数   
179 か所（H30）→ 321 所（R6.4） 

・ 訪問看護事業所の訪問看護師数（人口 10 万人あたり）の増加 
42.5 人（H30） → 106.0 人（R6） 

・ 地域連携薬局数  
47 か所(R5)→61 か所(R6) 

 
（ウ） 介護施設等の確保に関する事業 

＜地域密着型サービス等整備助成事業＞ 
・ 地域密着型介護老人福祉施設（入所定員） 

1,855 床（R5） →1,855 床（R6）  

・ 認知症高齢者グループホーム（利用定員） 

3,324 床（R5） →3,343 床（R6）  

・ 小規模多機能型居宅介護事業所（利用定員） 

2,993 人（R5） →3,008 人（R6）  

・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所（利用定員） 

445 人（R5） →  416 人（R6） 

 
（エ） 医療従事者の確保に関する事業 

・医療施設従事医師数（人口 10 万人対） 
 228.3 人（H30）→ 249.9 人（R6.12.31） 
・臨床研修医の採用数 

99 人（R2 年度採用数）→111 人（R7 年度採用数） 
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・看護職員離職率の低下 
 9.1％（R4）→ 8.1％（R6） 
・県内感染管理認定看護師数  

44 人（R2） → 71 人（R6） 
・亜急性期に派遣できる医療救護チーム数 
 24 チーム（H30）→ 51 チーム（R7.3.31） 

 
（オ） 介護従事者の確保に関する事業 

 H28 H29 H30 R1 R2 

目標値 32,382 34,192 35,552 37,201 37,808 

実績値 33,878 34,719 36,608 37,201 38,112 

 対前年 ＋2,526 ＋841 ＋1,889 ＋593 +911 

 

 R3 R4 R5 R6 R7 

目標値 38,415 39,022 39,629  40,843 

実績値 37,452 38,481 37,664 37,142 － 

 対前年 -660 +1,029 -817 -522 － 

※平成30年度までは通所リハビリテーションの介護職員数を含んだ数値 

 令和元年度からは通所リハビリテーションの介護職員数を含まない数値 

 

 ２）見解 

病床の機能分化・連携に関する事業、居宅等における医療の提供に関する事業、

介護施設等の確保に関する事業、医療従事者の確保に関する事業及び介護従事者の

確保に関する事業それぞれについて、進捗があった。令和７年度において引き続き

同一事業に取り組み、計画の進捗を図る。 

 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和７年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和７年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■ 前橋保健医療圏（目標と計画期間） 
ア 目標 

  前橋医療介護総合確保区域においては、第９次保健医療計画及び第９期高齢者保健

福祉計画に基づき、地域における課題を解決し、高齢者等が地域において安心して生活

できるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 
（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 
（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

…いずれも、県全体の目標に準じる。 
 

イ 計画期間 

  令和６年度 
 

■ 渋川保健医療圏 
ア 目標 

 渋川医療介護総合確保区域においては、第９次保健医療計画及び第９期高齢者保健福

祉計画に基づき、地域における課題を解決し、高齢者等が地域において安心して生活で

きるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 
（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 
（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

…いずれも、県全体の目標に準じる。 
 

イ 計画期間 

  令和６年度 

 
■ 伊勢崎保健医療圏 
ア 目標 

 伊勢崎医療介護総合確保区域においては、第９次保健医療計画及び第９期高齢者保健

福祉計画に基づき、地域における課題を解決し、高齢者等が地域において安心して生活
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できるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 
（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 
（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

…いずれも、県全体の目標に準じる。 
 

イ 計画期間 

  令和６年度 

 
■ 高崎・安中保健医療圏 
ア 目標 

 高崎・安中医療介護総合確保区域においては、第９次保健医療計画及び第９期高齢者

保健福祉計画に基づき、地域における課題を解決し、高齢者等が地域において安心して

生活できるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 
（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 
（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

…いずれも、県全体の目標に準じる。 
 

イ 計画期間 

  令和６年度 

 
■ 藤岡保健医療圏 
ア 目標 

 藤岡医療介護総合確保区域においては、第９次保健医療計画及び第９期高齢者保健福

祉計画に基づき、地域における課題を解決し、高齢者等が地域において安心して生活で

きるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 
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（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 
（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

…いずれも、県全体の目標に準じる。 
 

イ 計画期間 

  令和６年度 
 

■ 富岡保健医療圏 
（１）目標 
ア 目標 

 富岡医療介護総合確保区域においては、第９次保健医療計画及び第９期高齢者保健福

祉計画に基づき、地域における課題を解決し、高齢者等が地域において安心して生活で

きるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 
（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 
（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

…いずれも、県全体の目標に準じる。 
 

イ 計画期間 

  令和６年度 

 
■ 吾妻保健医療圏 
ア 目標 

 吾妻医療介護総合確保区域においては、第９次保健医療計画及び第９期高齢者保健福

祉計画に基づき、地域における課題を解決し、高齢者等が地域において安心して生活で

きるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 
（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 
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（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 
…いずれも、県全体の目標に準じる。 

 

イ 計画期間 

  令和６年度 
 

■ 沼田保健医療圏 
ア 目標 

 沼田医療介護総合確保区域においては、第９次保健医療計画及び第９期高齢者保健福

祉計画に基づき、地域における課題を解決し、高齢者等が地域において安心して生活で

きるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 
（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 
（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

…いずれも、県全体の目標に準じる。 
 

イ 計画期間 

  令和６年度 

 
■ 桐生保健医療圏 
ア 目標 

 桐生医療介護総合確保区域においては、第９次保健医療計画及び第９期高齢者保健福

祉計画に基づき、地域における課題を解決し、高齢者等が地域において安心して生活で

きるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 
（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 
（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

…いずれも、県全体の目標に準じる。 
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イ 計画期間 

  令和６年度 

 
■ 太田・館林保健医療圏 
（１）目標 
 太田・館林医療介護総合確保区域においては、第９次保健医療計画及び第９期高齢者

保健福祉計画に基づき、地域における課題を解決し、高齢者等が地域において安心して

生活できるよう、以下の目標を設定する。 
（ア） 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備目標、 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業の目標 
（イ） 居宅等における医療の提供に関する目標 
（ウ） 介護施設等の確保に関する目標 
（エ） 医療従事者の確保に関する目標 
（オ） 介護従事者の確保に関する目標 
（カ） 勤務医の働き方改革の推進に関する目標 

…いずれも、県全体の目標に準じる。 
 

イ 計画期間 

  令和６年度 
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３．事業の実施状況 
 
令和６年度群馬県計画に規定した事業について、令和６年度終了時における事業の実施

状況について記載。 

 

事業の区分 Ⅰ-1．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 

事業名 【No1-2（医療分）】 

病床機能分化・連携推進事業 

【総事業費】 

2,183 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 群馬県、県医師会、病院、有床診療所（一部）等 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に向けて、将来

の医療需要を見据え、各地域に相応しいバランスのとれた病

床を確保し、質の高い効率的な医療提供体制を構築するため

に、構想上必要とされる急性期病床等の減床及び回復期病床

の整備等を行うとともに、将来の必要病床数を具体化するた

め、より一層病床の機能分化・連携を推進する必要がある。 

アウトカム指標：地域医療構想に定める病床の機能分化・連

携の体制を構築する。 

【回復期機能病床数】  

3,583 床（R4 病床機能報告）→4,389 床（R6 回復期機能の 

必要病床数）  

【県内病床数】  

18,302 床（R4 病床機能報告）→18,095 床（R6 の必要病床 

数） 

事業の内容（当初計画） 地域における急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサ

ービスの総合的な確保が課題となっていることから、病床の

機能分化・連携体制をより一層推進するため、以下の取組を

行う。 
 回復期及び慢性期病床等から在宅への移行を円滑に進

めるための在宅医療を推進（施設整備・設備整備） 
 医療機能の見直し（病床機能の転換、連携等）を進めよ

うとする医療機関等に対し、専門家による分析等を支援 
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 県内の全医療機関が理解を深められるよう、地域医療構

想に関する研修会等を開催する他、医療・介護の連携体

制をより強固にするため、地域の医師会を中心とした医

療介護連携拠点の整備や多職種連携を推進するための

人材育成に取り組む。 
 地域医療構想アドバイザーを活用し、データ分析や地域

医療構想調整会議での助言等による議論の活性化を図

る。 
 特定の疾患（糖尿病や循環器病）の対策として、疾患手

帳の作製・配布や連携会議の開催等を行うことで、急性

期から回復期、在宅まで連携した医療を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

 分析等支援：2医療機関 

 地域医療構想アドバイザーの地域医療構想調整会議へ

の出席等：延べ 30 回 

アウトプット指標（達成

値） 

令和６度… 

 分析等支援：０医療機関 

 地域医療構想アドバイザーの地域医療構想調整会議へ

の出席等：延べ９回 

 目標値には達しなかったが、地域医療構想調整会議におけ

る必要な議論を進めることができており、個別医療機関にお

ける病床機能の転換や病床減など将来の医療需要や地域の

実情等を踏まえた自主的な取組は確認できている。 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

令和６度病床機能報告による回復期機能の病床数 3,505

床（R5 年比▲84 床）、急性期機能（高度急性期を含む）の病

床数 10312 床（R5 年比▲143 床）、全体病床数 17797 床（R5

年比▲267 床） 

目標値には達しなかったが、地域医療構想調整会議におけ

る必要な議論を進めることができており、個別医療機関にお

ける病床機能の転換や病床減など将来の医療需要や地域の

実情等を踏まえた自主的な取組は確認できている。引き続き

地域における病床の機能分化・連携の議論を推進したい。 

（１）事業の有効性 
急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサービスを

確保するために、地域医療構想調整会議の議論の活性化
等を推進することは有効な手段である。 

（２）事業の効率性 
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地域医療構想アドバイザーの活動係る費用等に対す

る補助であり、効率的に病床の機能分化・連携を推進す

ることができる。 

その他  
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事業の区分 Ⅰ-1．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設

備の整備に関する事業 

事業名 【No1-2（医療分）】 

病床機能分化・連携推進事業（過年度

分） 

【総事業費】 

51,210 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 病院、有床診療所（一部）等 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に向けて、将

来の医療需要を見据え、各地域に相応しいバランスのとれ

た病床を確保し、質の高い効率的な医療提供体制を構築す

るために、構想上必要とされる急性期病床等の減床及び回

復期病床の整備等を行うとともに、将来の必要病床数を具

体化するため、より一層病床の機能分化・連携を推進する必

要がある。 

アウトカム指標：地域医療構想に定める病床の機能分化・連

携の体制を構築する。 

【回復期機能病床数】  

3,583 床（R4 病床機能報告）→4,389 床（R6 回復期機能の 

必要病床数）  

【県内病床数】  

18,302 床（R4 病床機能報告）→18,095 床（R6 の必要病床 

数） 

事業の内容（当初計画） 地域における急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサ

ービスの総合的な確保が課題となっていることから、病床

の機能分化・連携体制をより一層推進するため、以下の取組

を行う。  
 今後の必要性が見込まれる回復期病床の整備を推進

（施設整備・設備整備） 
 必要病床数具体化のため、自主的な病床減を伴う用途

変更を促進（改修整備・設備整備） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

 回復期病床整備：110 床  

 病床用途変更：90 床 

アウトプット指標（達成

値） 

令和６年度… 

 回復期病床整備：21 床 
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 病床用途変更：0床 

 目標値には達しなかったが、地域医療構想調整会議にお

ける必要な議論を行い、将来の医療需要や地域の実情等を

踏まえて、個別医療機関における病床機能の転換や病床減

など取組は確認できている。 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

令和６度病床機能報告による回復期機能の病床数 3,505

床（R5 年比▲84 床）、急性期機能（高度急性期を含む）の病

床数 10312 床（R5 年比▲143 床）、全体病床数 17797 床（R5

年比▲267 床） 

目標値には達しなかったが、地域医療構想調整会議にお

ける必要な議論を進めることができており、個別医療機関

における病床機能の転換や病床減など将来の医療需要や地

域の実情等を踏まえた自主的な取組は確認できている。引

き続き地域における病床の機能分化・連携の議論を推進し

たい。 

（１）事業の有効性 
急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサービスを

確保するために、今後必要性が見込まれる回復期病床整
備の推進や自主的な病床減を伴う用途変更の推進を補
助することは、病床の機能分化・連携を推進する上で有
効な手段である。 

（２）事業の効率性 
今後必要性が見込まれる回復期病床整備の推進や自

主的な病床減を伴う用途変更の推進を補助し、効率的に

病床の機能分化・連携を推進することができる。 

その他  
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事業の区分 Ⅰ-1．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設

備の整備に関する事業 

事業名 【２】 

地域周産期医療確保整備事業 

【総事業費】 

13,052 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県（一部を公立病院及び公的病院へ委託） 

事業の期間 令和６年 4 月１日～令和７年 3 月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想の達成に向けた周産期医療体制整備にあって

は、施設間での病床の機能分化・連携等を進める必要があ

る。 

アウトカム指標： 地域医療構想に定める病床の機能分化・

連携の体制を構築する。 

【回復期機能病床数】 
3,583 床（R4 病床機能報告）→4,389 床（R6 回復期機能の

必要病床数） 

事業の内容（当初計画） 周産期母子医療センターの再整備に係る具体的な検討を進

めるととともに、周産期医療機関への救急搬送時間の伸長

への対策として、関係機関の対応力向上や連携強化に取り

組む。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

周産期医療に関する研修会の開催（４回） 

アウトプット指標（達成

値） 

周産期医療に関する研修会の開催（４回） 

事業の有効性・効率性 【回復期機能病床数】 
3,583 床（R4 病床機能報告）→4,389 床（R6 回復期機

能の必要病床数） 

（１）事業の有効性 
周産期医療独自の医療連携体制が機能しており、地域医

療構想を踏まえた環境整備を行うことは、病床の機能分化・

連携を進める上で有効である。 
救急救命士向け分娩介助研修や新生児蘇生法研修会は、

いずれも救急隊員や医療従事者のスキル向上により、新生

児の予後が改善することが期待される。それにより急性期

病床の抑制と回復期病床への転換が進むことが期待でき

る。 
また、周産期医療体制の集約化により、居住地と分娩取扱

医療機関との距離及び当該医療機関まで到着の時間が延伸
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する傾向が生じるが、周産期緊急搬送補助システムの導入

により、周産期における救急搬送の時間短縮が期待できる

ため、周産期医療体制の集約化、ひいては医療機能分化の促

進が期待できる。 

 
（２）事業の効率性 
特に専門性の高い事業については、周産期母子医療セン

ターを担う医療機関へ委託するなどして、効率的に事業を

実施できる。 

その他  
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事業の区分 Ⅰ-2．地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数

の変更に関する事業 

事業名 【No.3（医療分）】 

単独支援給付金支給事業 

【総事業費】 

239,856 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 群馬県内の医療機関 

事業の期間 令和６年 4 月 1 日～令和７年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の

新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域

医療の課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い

効率的な医療提供体制の構築が必要 

令和６年度基金を活用して再編を行う医療機関及び病床機

能毎の病床数  

・医療機関数 ４医療機関  

・急性期病床 ５３５床→３４８床 

事業の内容（当初計画） 医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想

に即した病床機能再編の実施に伴い、減少する病床数に応

じた給付金を支給する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

対象となる医療機関数 ４医療機関 

アウトプット指標（達成

値） 

対象となる医療機関数 ４医療機関 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた  

令和６年度基金を活用して医療機関が実施する、病床減

を伴う病床機能再編に係る病床機能毎（高度急性期・急性

期・慢性期）の病床数 

・急性期病床 １８７床  

（１）事業の有効性 
本事業により急性期病床１８７床の病床減を伴う病床機

能再編が実施され、地域医療構想を踏まえた医療機関の自

主的な取組が行われたことから、直接的な効果があった。 
（２）事業の効率性 
事業実施に際し、医療機関ごとに地域医療構想調整会議

等の協議等を踏まえており、真に必要な病床機能再編に限
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定して実施している。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 

地域包括ケアシステム住民向け普及啓発 

【総事業費】 

988 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅での療養を望む人に対して、必要な医療・介護サービス

を適切に提供していく体制の充実が必要。 

アウトカム指標： 
・訪問診療を実施している病院・診療所数 
480～503 か所（R3）→512 か所（R6） ※519 か所（R8） 
・在宅看取りを実施（ターミナルケア加算等を算定）してい

る病院・診療所数 237～259 か所（R3）→279 か所（R6） 
※293 か所（R8） 

事業の内容（当初計画） 本事業は、地域包括ケアシステムの構築のため、医療・介

護サービス提供体制を一体的に整備していく事業として、

県が住民向け普及啓発事業に取り組み、在宅医療の提供体

制の充実と医療介護連携の推進を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムに係るパンフレットを作成、配布す

る。 
（配布部数：R5 実績 15,000 部→R6 目標 15,000 部） 

アウトプット指標（達成

値） 

地域包括ケアシステムに係るパンフレットを作成、配布す

る。（配布部数：R6 実績 12,000 部） 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

※アウトカム指標のＲ６数値が不明のため、下記の指標で

観察した。 
・在宅療養支援病院数 

19 か所（H29）→39か所（R6） 
・在宅療養支援診療所数 

237 か所（H28）→257 か所（R6） 

（１）事業の有効性 
本事業により在宅医療介護連携の動きが活発化し、高齢

者等が住み慣れた地域で最期まで生活できるよう在宅医療

と介護を一体的に提供する仕組みづくりが進んだ。 
今後も、本事業に継続的に取り組み、在宅医療の提供体制
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の充実と医療介護連携の推進を図る。 
（２）事業の効率性 
県内の医療機関や介護保険事業所に直接パンフレットを

配布することで、在宅での療養に関心がある県民に対して

効率的に周知を図ることができた。配布部数に関しては、過

年度の残部を活用した上で配布数を見直し、経費を節減し

た。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 

障害者歯科医療充実事業 

【総事業費】 

43,693 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、群馬県歯科医師会 

事業の期間 令和６年 4 月 1 日～令和７年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の障害者歯科医療体制は、後方病床を有し、常に行動

管理の伴う診療が可能な病院歯科の３次、障害者への診療

が可能な県歯科総合衛生センター等の２次、かかりつけ医

として障害者への在宅医療や口腔管理等を行う１次の連携

で成り立っている。 

県内の２次機関は３か所と限られており、在宅歯科患者

が重症化した場合の後方機関としてのニーズに十分応えら

れていないことから、２次機関の運営及び施設・設備等の整

備を行い、在宅患者への診療体制を充実させる必要がある。

現在、群馬県歯科総合衛生センターでは、１日 20 人程度が

受診している状況である。 

アウトカム指標： 
3,827 人（令和 3 年度）→ 3,900 人以上（令和 6年度） 

事業の内容（当初計画）  ２次機関である群馬県歯科総合衛生センターの運営及び

診療に必要な施設・設備を整備する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

２次機関の運営 １施設、整備施設数 ２施設 

アウトプット指標（達成

値） 

２次機関の運営 １施設、整備施設数 ２施設 

事業の有効性・効率性  ○受診者数 3,741 人（Ｒ６） 

・新型コロナウイルスの影響により、Ｒ１～Ｒ２にかけて

受診者が減少したが、Ｒ３（３，８２７人）には増加に転じ、

Ｒ６年度までほぼ横ばいであった。 

※Ｒ４（３，７５４人）、Ｒ５（３，８５４人） 

 全身麻酔下での治療件数 年間９件 
 

（１） 事業の有効性 
２次機関で診療するのが適切な障害者への全身麻酔下で

の歯科医療等のニーズ及び在宅歯科患者が重症化した場合
の後方機関としてのニーズに応えられることから、歯科病
床の機能分化・連携等に有効である。 
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（２） 事業の効率性 
心身障害者のみを診療対象とする歯科総合衛生センター

へ委託することで、効率的に事業を実施できる。 
 

その他  
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事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.7（医療分）】 

在宅歯科保健事業 

【総事業費】 

24,057 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 郡市歯科医師会等 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅での歯科医療等を望む人に対して、必要な医療サービ

スを適切に提供していく体制の充実が必要。 

アウトカム指標： 
・在宅療養支援歯科診療所届出数の増加 

87 か所(H29) → 95 か所(R6) 

事業の内容（当初計画） 在宅歯科医療を推進するため、郡市歯科医師会等に在宅歯

科医療連携室を設置し、在宅歯科医療希望者の歯科診療所

の照会、在宅歯科医療等に関する相談、在宅歯科医療を実施

しようとする医療機関に対する歯科医療機器等の貸出、連

携室の人件費等運営費に対する支援を行う。また、在宅歯科

医療における貸出設備の整備も行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅歯科医療連携室の設置数 7 か所  

アウトプット指標（達成

値） 

在宅歯科医療連携室の設置（R6 年度）7 か所 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

・在宅療養支援歯科診療所届出数 

87 か所(H29)→82 か所(R6.3) 

（１）事業の有効性 
在宅歯科医療における相談や紹介の窓口を設置するとと

もに、在宅歯科医療用機器の貸出を行うことで、安全で良質

な訪問歯科診療に繋がった。 
歯援診の条件の厳格化などによりアウトカムが減少傾向

にある中で、本事業が補助対象者（郡市歯科医師会）の訪問

歯科診療体制を下支えした結果、最小限の減少に留めるこ

とができた。 
今後も、本事業に継続的に取り組み、在宅医療の提供体制

の充実を図る。 
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（２）事業の効率性 
 在宅歯科医療について、一定の共通認識をもち、多職種と

の連携を図ることで、地域における歯科医療を効率的に実

施できた。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 

小児等在宅医療連携拠点事業① 

【総事業費】 

319 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療的ケアを要する小児等が安心して在宅療養できるよ

う、医療・福祉・教育・行政等の関係者の連携体制の構築、

関係者の人材育成や患者・家族の負担軽減を図ることが必

要である。 

アウトカム指標： 
実際に小児等在宅医療の対応を行った 

医療機関数 33 か所（R5）を維持   

訪問看護事業所数 55 か所（R5）を維持  

事業の内容（当初計画） 医療的ケア児等の支援に関する保健、医療、障害福祉、保

育、教育等の分野について、関係機関の情報共有や施策を検

討する協議会を定期的に開催し、小児等在宅医療の推進に

係る課題や対応等について検討する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・群馬県医療的ケア児等支援協議会（２回程度） 

アウトプット指標（達成

値） 

・上記協議会を 2 回実施 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

・協議会での意見を基に、医療的ケア児等支援センター事

業を検討した。 
・実際に小児等在宅医療の対応を行った医療機関・訪問看

護事業所数については、R6 年度実施なし。 

（１）事業の有効性 
医療的ケア児等が、住み慣れた地域で安心して暮らすこ

とができる社会の構築を目指し、課題共有・対応策の検討を

行うことができた。 
（２）事業の効率性 
医療的ケア児等支援に関わる関係者が一堂に会し、医療

的ケア児等支援に関する課題の共有、対応の検討を効率的

に進められた。 
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その他  

  



   

30 
 

事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.9（医療分）】 

小児等在宅医療連携拠点事業② 

【総事業費】 

584 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療的ケアを要する小児等が安心して在宅療養できるよ

う、医療・福祉・教育・行政等の関係者の連携体制の構築、

関係者の人材育成や患者・家族の負担軽減を図ることが必

要である。 

アウトカム指標： 
実際に小児等在宅医療の対応を行った 

医療機関数 33 か所（R5）を維持訪問看護事業所数 55 か

所（R5）を維持  

事業の内容（当初計画） 小児患者の在宅医療に対応可能な医師や訪問看護師を確保

するため、県立小児医療センター及び群馬県看護協会等が

実施する人材育成事業に対して補助する。また、医療、福

祉、教育、行政等の関係者による連携体制を構築するた

め、関係団体の後援を得た上でシンポジウム等を開催す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・医師向け研修開催：１回（20 名） 
・訪問看護師向け研修開催：１回（70 名） 
・シンポジウム等の開催：１回（150 名） 

アウトプット指標（達成

値） 

・訪問看護師向け研修開催 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

・在宅療養を支援する看護師等に知識の普及ができた。 
・実際に小児等在宅医療の対応を行った医療機関、訪問看

護事業所数は R6 年度調査なし。 

（１）事業の有効性 
医療従事者等への研修及び、医療的ケアを要する小児等

が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会の構

築を目指し、小児等在宅医療のより深い理解を図ることが

できる。 
（２）事業の効率性 
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小児在宅医療について実績があり、医療従事者への研修

ノウハウのある群馬県看護協会が人材育成研修を実施する

ことで効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.10（医療分）】 

訪問看護推進事業 

【総事業費】 

4,301 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる在宅医療が必要な患者に対し、必要

な医療・介護サービスが提供できるよう、訪問看護の提供体

制の強化が求められている。 
アウトカム指標： 
訪問看護事業所の訪問看護師数（人口 10 万人あたり）の

増加 
42.5 人（H30） → 106.0 人（R6） 
訪問看護事業所届出数の増加 
179 か所（H30） → 321 か所（R6） 

事業の内容（当初計画） 訪問看護に従事する看護職員の確保及び育成、質の向上を

目的とした研修会等を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

訪問看護研修受講者数：85 人 

アウトプット指標（達成

値） 

訪問看護研修受講者数：97 人（R6） 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

 訪問看護師数(人口 10 万対)   106.0 人（R6） 

 （R6 年末看護職員業務従事者届集計結果より） 

  訪問看護事業所届出数  321 か所(R6.4) 

（１）事業の有効性 
小規模事業所が多いため、他の事業所での実習など実践

的な新任者の人材育成支援を行うことで、訪問看護従事者

の定着及び質の向上に対して、有効な研修を開催できた。 
（２）事業の効率性 
委託先である看護協会は、看護職員を対象とした研修を

数多く開催し、県内の５か所の訪問看護ステーションを有

していることから、訪問看護の推進に必要なニーズを把握

しながら、研修を実施することが可能であると考える。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 

看護師特定行為研修支援 

【総事業費】 

19,512 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、訪問看護事業所、病院等 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、ますます高齢化が進む中で、在宅医療の推進には特定

行為を行う看護師の活躍が期待されている。 

アウトカム指標： 
特定行為研修修了者（累計） 
H30 9 人 → R６ 120 人 

事業の内容（当初計画） 在宅医療等の推進を図るため、特定行為研修を修了した看

護師を確保する必要があることから、研修の受講促進を図

るために受講費用を一部補助するとともに、制度周知に係

る研修会や関係者による検討会を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

特定行為研修新規受講者数：H30 9 人 → R6 30 人 
特定行為研修派遣機関数：R2 5 機関 → R6 15 機関 

アウトプット指標（達成

値） 

R6 年度特定行為研修新規受講者数：32 人（補助有） 
R6 年度特定行為研修派遣医療機関数：24 機関（補助有） 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

県内特定行為研修修了者数（累計） R8.1 時点 154 人 
(看護師の特定行為に係る指定研修機関連絡会事務局公表

資料「特定行為研修修了者名簿」より)  

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、特定行為研修修了者が増加し、高度

な知識・技術を有する看護師の配置が促進された。 
（２）事業の効率性 
特定行為研修受講にかかる経費負担を軽減することで、

派遣者(受講者)数の増員を図ることができ、医療の充実及び

看護の質向上に対して効率的に成果を上げることができ

る。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 

医療型短期入所事業所設備整備費等補助 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 病院等 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅の医療的ケア児（者）等の家族に対するレスパイトケア

の提供体制の充実が必要。 

アウトカム指標： 
在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みを構築する。 
【医療型短期入所事業所設置圏域数】 
５圏域（R5）→６圏域（R6） 

事業の内容（当初計画） 地域生活を支える在宅医療を充実させるとともに、地域包

括ケアシステムの構築のため、医療・介護サービス提供体制

を一体的に整備していく事業として、在宅の医療的ケア児

者等に係るレスパイトケア等の充実を図る趣旨から、障害

者総合支援法に基づく医療型短期入所事業所における設備

整備に対する支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医療型短期入所事業所数 
８箇所（R5）→１箇所以上増又は定員１名以上増（R6） 

アウトプット指標（達成

値） 

・現状８箇所（併設型２、空床型６）  
→ ８箇所（併設型２、空床型６） 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

・医療型短期入所事業所 ８箇所（令和６年度末） 

□観察できなかった 

■観察できた 

・アウトプット指標の医療型短期入所事業所数については、

開設主体が医療機関や介護老人保健施設であり障害福祉分

野である医療型短期入所事業の認識・理解が不十分である

こと、指定申請が煩雑であり労力を要すること等から、新規

開設又は定員数の増加に至らず未達成となっている。   

（１）事業の有効性 
医療型短期入所事業所数は増加しなかったが、本事業に

より、在宅の医療ケア児（者）等の家族に対するレスパイト

ケアの提供体制の充実が図られる。 
（２）事業の効率性 
年度当初に障害福祉サービス実施事業者や病院あてに本
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事業の周知や募集を行い、地域のニーズを的確に把握する

ことに加え、R７年度より医療型短期入所開設支援事業を開

始する予定であり、開設支援事業と併せて推進をすること

で、効率化を行いつつ支援体制についても充実を図る。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No13（医療分）】残薬解消に向けた在宅医

療・介護関係者の情報共有推進事業 

【総事業費】 

419 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅で生活する患者を支援する訪問ヘルパーやケアマネー

ジャー等が居宅における残薬を発見した際に、地域の薬剤

師と連携を図ることで、患者が正しく服薬できるよう支援

することができる。在宅の服薬状況を多職種で連携して把

握することで、在宅における適切な服薬を支援し、在宅にお

ける療養生活の質の向上を図るとともに、地域連携薬局等

がサポートを実施する上での地域における連携体制の構築

を進める。 

アウトカム指標：地域連携薬局数 
・47 か所（R5）→78 か所（R6） ※141 か所（R8） 

事業の内容（当初計画） 多職種（薬剤師、介護支援専門員等）が連携して在宅の服

薬状況を把握し、適切な服薬を支援するための取組を進め

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅の服薬状況に関する多職種連携推進研修の実施（１回） 

アウトプット指標（達成

値） 

研修未実施 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

地域連携薬局数 47 か所(R5)→61 か所(R6) 

（３） 事業の有効性 
診療報酬の改定等を通じて残薬の状況に改善がみられ、

緊急度が下がっていることや、薬剤師会において在宅医療
に関する研修会を開催していること等から県事業として実
施しないこととした。 
（４） 事業の効率性 
残薬の問題を含む、県民の在宅医療・介護環境を向上させ

るためには、薬剤師に限らず、職種を超えた相互の連携・協
力が必要と考えられる。その基盤構築を進めるため、令和７
年度以降は薬剤師も含む多職種連携推進に関する研修会を
行うことを検討している。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No14（医療分）】小児等在宅医療相談支援

事業 

【総事業費】 

172 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 訪問看護事業所、相談支援事業所、群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療が必要な児（者）の地域における生活を支えるた

め、身近な地域で相談支援が受けられる体制の構築が必要 

アウトカム指標：退院、就園・就学、学齢期以降のライフス

テージ変更時の支援人数 ５０人 

事業の内容（当初計画） 訪問看護事業所・相談支援事業所が、在宅医療が必要な小

児等のライフステージ変更時等に相談支援をした場合、報

酬を支給する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

相談件数 のべ１５０回 

アウトプット指標（達成

値） 

相談件数 のべ１１回（当該事業） 
 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

≪相談支援内容内訳≫ 

・就園に係る支援：5件 

・中学校進学に係る支援：1件 

・災害対策に係る支援：4件 

・その他：4件 

上記支援により、就園や中学進学が円滑に行われた。ま

た、災害対策に係る支援により、医療が必要な児の地域での

生活の安心安全に寄与した。 

 

 

当該事業は、医療的ケア児等コーディネーターの資格を

有する訪問看護事業所の看護師、相談支援事業所の相談支

援専門員が、診療報酬や障害福祉サービスの報酬等、既存の

制度で報酬を得られない支援をした際に、報酬を支払うこ

とを目的としている。そのため、支援者及び支援内容が限定

的であることから、目標値は達成できなかったが、支援者の
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拡充や支援内容の多様化なども検討したい。 

併せて、在宅医療が必要な小児等の就園・就学に係る相談

はニーズが高いものの、受入体制が整っていないために潜

在化しているものがあると思われる。事業を継続していく

ことで、市町村での支援体制を整えるための一助とする。 

（５） 事業の有効性 
これまで報酬を得られなかった医療的ケア児等コーディ

ネーターの支援について、報酬を支払う仕組みが整ったこ
とで、既存の枠組み以外で積極的な支援が行われるケース
を把握することができた。 
ただし、件数は少ないため、事業を継続的に実施してい

く。 
（６） 事業の効率性 
在宅医療が必要な小児等の支援について、実績のある事

業所からは十分な支援実績が得られた。事業を継続するこ
とで、実績のある事業所から支援ノウハウが拡大し、効率化
が見込まれる。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.15（医療分）】 
在宅医療総合支援センター補助 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 公益社団法人群馬県医師会 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

治療や療養を必要とする人が住み慣れた地域で必要な医

療・介護サービスを安心して受けられるようにするために

は、在宅医療・介護関係者の多職種連携体制の強化、在宅医

療を担う医療関係職種の人材育成、県民に向けた啓発活動

など、地域保活ケアシステム推進に向け、県全域をまとめる

取組推進のための拠点が必要である。 

アウトカム指標：訪問診療を受けた患者数（レセプト件数、

年間） 

173,044 件（R3）→186,541 件（R6） ※195,540 件（R8） 

事業の内容（当初計画） 県医師会が行う在宅医療等のための拠点施設の整備に対し

て助成する。当拠点においては、研修会等を通じた人材育

成、在宅医療に携わる関係職種の連携推進、県民に向けた啓

発活動、災害発生時や新興感染症発生時へ対応できる体制

の構築などに取り組む予定である。  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・在宅医療等のための拠点施設の整備 １か所  

アウトプット指標（達成

値） 

未実施 

事業の有効性・効率性 （事業終了後 1年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった  

■観察できた  

※アウトカム指標のＲ６数値が不明のため、下記の指標

で観察した。  

・在宅療養支援病院数  

19 か所（H29）→32 か所（R5）→39 か所（R6）  

・在宅療養支援診療所数  

237 か所（H28）→264 か所（R5）→257 か所（R6）  

（１）事業の有効性 
事業実施計画に変更が生じたことから、事業実施に至ら

なかった。 

（２）事業の効率性 
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 事業者と連絡を密にして対応することができた。  

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16（医療分）】 

緊急医師確保修学資金貸与事業 

【総事業費】 

202,030 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県においても医師不足や偏在化が顕著であり、医師の確

保及び定着が喫緊の課題となっている。 

アウトカム指標： 

医療施設従事医師数（人口 10 万人対）233.8 人（R2）→257

人以上（目標年次 R5） 

事業の内容（当初計画） 県内の地域医療に従事する医師数の増加を図るため、地域

枠学生に対する修学資金の貸与を実施することにより、若

手医師の確保を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

貸与を受けた医師数（毎年度 18 名） 

アウトプット指標（達成

値） 

令和６年度資金貸与人数 114 名 

事業の有効性・効率性 人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数は、249.9 人

（R6.12.31）となり、達成はできなかったが前進している。

医療施設従事医師数の増減には若手医師の流出をはじめ

様々な要因があり、本事業のみの効果として捉えることは

できないが、本事業により資金の貸与を受けた地域枠の学

生は、一定期間、県内の特定病院で勤務することになるた

め、アウトカム指標の達成に寄与している。また、臨床研修

医の採用数が 99 人（R2 年度採用数）→111 人（R7 年度採用

数）に増加しており、本事業も寄与していると考えられる。 

（１） 事業の有効性 
 貸与を受けた地域枠学生が、卒後１０年間は県内の特定

病院等で勤務することを返還免除要件としており、地域医

療に従事する医師数の増加に効果がある。 
（２） 事業の効率性 
 資金貸与とあわせて、地域医療支援センターが地域枠学

生及び卒業医師のキャリア形成（専門性の向上、地域医療へ

の貢献）を支援するため、医師の確保及び定着が効率的に図

られる。 
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その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（医療分）】 

医師確保修学研修資金貸与 

【総事業費】 

48,960 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県においても小児科、産婦人科、外科等の病院勤務医の不

足は深刻な状況にあり、地域の中核病院において診療科の

維持に支障を来している。 

アウトカム指標： 

医療施設従事医師数（人口 10 万人対）233.8 人（R2）→257

人以上（目標年次 R5） 

事業の内容（当初計画） 医師不足診療科の医師の確保を図るため、特定診療科（小児

科、産婦人科、外科等）の医師として県内の特定病院に勤務

しようとする者（臨床研修医、専攻医）に対して修学研修資

金の貸与を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

修学研修資金を貸与した医師数（25 名） 

アウトプット指標（達成

値） 

令和６年度修学研修資金を貸与した医師数（33 名） 

事業の有効性・効率性 人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数は、249.9 人

（R6.12.31）となり、達成はできなかったが前進している。

医療施設従事医師数の増減には若手医師の流出をはじめ

様々な要因があり、本事業のみの効果として捉えることは

できないが、本事業により資金の貸与を受けた医師は、一定

期間、県内の特定病院で勤務しており、アウトカム指標の達

成に寄与している。また、専攻医の採用数は 85 人（R2 採用

数）から 113 人（R7 採用数）に増加しており、本事業も寄

与していると考えられる。 

（１）事業の有効性 
 特定診療科（産婦人科、小児科、外科、救急科、総合診療

科）の医師として県内病院に勤務する医師が確保できた。臨

床研修医や専攻医に貸与することで、特定診療科への誘導

効果や県内への定着効果が認められた。資金を貸与した医

師数は 33 名であり、アウトプット指標の目標値はほぼ達成

した。 



   

44 
 

（２）事業の効率性 
 県外の転職希望医師を探し、高額の給与を支給するとい

った方法に比べ、効率的であった。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.18（医療分）】 

地域医療支援センター運営事業 

【総事業費】 

52,749 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 群馬県、群馬大学医学部附属病院 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内医療機関で医師不足及び地域偏在が生じているため、

地域医療に従事する若手医師のキャリア形成と医師不足病

院の医師確保を一体的に支援するほか、各地域の医療事情

に応じた計画的な医師配置を行うことで、医師の県内定着

や地域偏在の解消を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

医療施設従事医師数（人口 10 万人対）233.8 人（R2）→257

人以上（目標年次 R5） 

事業の内容（当初計画） 地域医療に従事する若手医師のキャリア形成の支援、地域

医療事情の調査・検証、医師配置の適正化推進を行うため、

地域医療支援センターを運営する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・キャリア形成プログラムの作成数 68（R4）→68 以上（R5） 

・地域枠卒業医師に対するキャリア形成プログラム参加医

師数の割合 100％（R4）→100％（R5） 

・医師のあっせん・派遣 20 人（R4）→20 人以上（R5） 

・地域の医療事情の把握、検証 

・医師確保対策事業の総合的な推進 

アウトプット指標（達成

値） 

・キャリア形成プログラムの作成数 67（Ｈ30）→68（R6） 

・地域枠卒業医師に対するキャリア形成プログラム参加医

師数の割合 100％（Ｈ30）→100％（R6） 

・医師のあっせん・派遣 13 人（Ｈ30）→62 人（R6） 

事業の有効性・効率性 人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数は、249.9 人

（R6.12.31）となり、達成はできなかったが前進している。

医療施設従事医師数の増減には若手医師の流出をはじめ

様々な要因があり、本事業のみの効果として捉えることは

できないが、本事業により支援を受ける地域枠の学生は、一

定期間、県内の特定病院で勤務することになるため、アウト

カム指標の達成に寄与している。また、臨床研修医の採用数

が 99 人（R2 年度採用数）→111 人（R7 年度採用数）に増加

しており、本事業も寄与していると考えられる。 
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（１）事業の有効性 

地域の医師確保やキャリア支援にかかる事業を実施し、

専任医師による個別支援など、地域医療を志す医学生や研

修医の支援として有効である。 

（２）事業の効率性 

 群馬大学へ事業の一部を委託することにより、学生への

緊密な支援や、専門知識を持った専任医師による効果的な

事業の運営ができる。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.19（医療分）】 

ぐんまレジデントサポート推進 

【総事業費】 

22,413 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県において医師の確保及び定着が喫緊の課題になってい

る。 

アウトカム指標： 

・医療施設従事医師数（人口 10 万人対）233.8 人（R2）→257

人以上（目標年次 R5） 

・初期臨床研修医の採用数 114 人（R4）→119 人以上（R5） 

事業の内容（当初計画） 研修医の県内への誘導・確保を図ることで、県内への定着

を促し、県内で従事する医師数の増加を図る。併せて、臨

床研修病院への支援を行うことで、県内研修体制の充実を

図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・医学生向け説明会の開催（３回以上） 
・医学生、研修医向けセミナー等の開催（２回以上） 

アウトプット指標（達成

値） 

医学生向け説明会の開催（３回） 
・オンライン説明会の開催２回 

・民間主催県外セミナーへの参加１回 

医学生、研修医向けセミナー等の開催（２回） 
・研修医１年次合同オリエンテーション開催１回 

・レジデントグランプリ開催 1 回、臨床研修病院紹介動画

配信 14 病院 

事業の有効性・効率性 人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数は、249.9 人

（R6.12.31）となり、達成はできなかったが前進している。

医療施設従事医師数の増減には若手医師の流出をはじめ

様々な要因があり、本事業のみの効果として捉えることは

できないが、県内の臨床研修医の採用数は、99 人（R2 年度

採用数）から 111 人(R7 年度採用数）に増加しており、本事

業の効果が認められた。 

（１）事業の有効性 
全国の医学生向けにオンラインで群馬県の臨床研修病院

の魅力を発信することで、臨床研修医の確保につなげた。 
レジデントグランプリ開催により、研修医の資質向上に
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努めるとともに、医学生に対して県内の研修医支援体制を

周知することで、研修医の確保につなげた。 
（２）事業の効率性 
大学及び臨床研修病院と連携して、民間事業者によるオ

ンライン説明会を活用することで、多数の学生に情報発信

することができた。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.20（医療分）】 

産科医師等確保支援事業 

【総事業費】 

17,988 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 県内分娩取扱施設、医療機関等 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の産科及び産婦人科の医師数、分娩施設数は減少傾向

にある。産婦人科等の病院勤務医の不足はとりわけ深刻さ

を増し、地域における分娩機能の維持に支障を来している

ことから、医師の確保が喫緊の課題となっている。 

アウトカム指標： 

・医療施設従事医師数（人口 10 万人対）233.8 人（R2）→257

人以上（目標年次 R5） 

・分娩施設数 35 カ所（R4）→維持（R5） 

事業の内容（当初計画） 分娩手当を支給している分娩施設への補助を実施すること

により、分娩に従事する医師等の勤務環境の改善を行い、産

婦人科医等の確保を図る。併せて、周産期医療従事者育成支

援として、群馬大学大学院医学系研究科又は県内医療機関

等が開催する講習会やセミナーの開催費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・手当支給者数 116 人（R4）→116 人以上（R5） 

・手当支給施設数 15（R4）→15 以上（R5） 

・周産期医療従事者向け研修会の開催（１回以上） 

アウトプット指標（達成

値） 

・手当支給者数 73 人（R6） 

・手当支給施設数 11（R6） 

・ALSO 開催費補助 1 回 

事業の有効性・効率性 人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数は、249.9 人

（R6.12.31）となり、達成はできなかったが前進している。 

分娩施設数は 32 カ所（R6）となり、少子化や新型コロナウ

イルス感染症の影響も含めた社会情勢のなかで分娩数が減

少し、産婦人科の経営にも影響していると考える。 

（１）事業の有効性 
 過酷な就労環境で従事する産婦人科医等に対し、分娩手

当が支給される環境を整えることで、産婦人科医の就労環

境改善や産婦人科医の確保につながった。 
手当支給者 116 人目標に対して 73 人であった。手当支給

施設は目標 15 に対して 11 施設であった。少子化や新型コ
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ロナウイルス感染症の影響も含めた社会情勢のなかで分娩

数が減少し、産婦人科の経営にも影響していると考える。本

事業をさらに周知することによって産婦人科の医療従事者

の待遇改善に役立て、産婦人科経営の維持達成につなげる

ことが出来ると考える。 

（２）事業の効率性 
 分娩手当という医師の直接利益となるものへ補助するこ

とで、効率的に医師の支援を行うことができた。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.21（医療分）】 

女性医師等就労環境整備・保育支援事業 

【総事業費】 

12,945 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 県医師会 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師国家試験合格者に占める女性の割合は３割を超え、若

年層の女性医師が増加している。 

女性医師は出産や育児等により離職することも多く、いっ

たん離職すると医療技術の進歩や知識の移り変わりなどか

ら復職が難しいため、離職防止や復職に向けた支援が課題

となっている。 

アウトカム指標： 

医療施設従事医師数（人口 10 万人対）233.8 人（R2）→257

人以上（目標年次 R5） 

事業の内容（当初計画） 出産・育児及び離職後の再就業に不安を抱える女性医師等

を支援するため、相談員の設置や登録サポーターによる子

どもの預かりなどの就労環境改善の取組を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

群馬県医師会が運営する保育サポーターバンクの利用者数

の増加 

登録医師数 248 名（R5.1 月時点）→ 250 人（R6.3 月末） 

アウトプット指標（達成

値） 

群馬県医師会が運営する保育サポーターバンクの利用者数

の増加 

登録医師数 201 名（R3.2 月時点）→274 人（R7.3 月末） 

事業の有効性・効率性  

 

 

人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数は 249.9 人

（R6.12.31）となり、達成はできなかったが前進している。

医療施設従事医師数の実数では、女性が 985 人（R4）→1,035

人（R6.12.31）と 5.1％増となった。医療施設従事医師数の

増減には若手医師の流出をはじめ様々な要因があり、本事

業のみの効果として捉えることはできないが、群馬県の女

性医師は人数、男女比率においても増加傾向であり、本サポ

ーターバンク事業の女性医師登録者数および、それを支え

るサポーターは年々増加している。アウトカム指標達成に
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おいて女性医師の活躍は不可欠であることからも医療従事

医師数増加に役立てることができていると考える。 

（１）事業の有効性 
仕事と育児を両立している医師を支援し、女性医師等の

離職防止につなげることができた。 
女性医師を構成員とした委員会を開催し、今後の保育サ

ポーターバンクの運営について有益な意見を集めることが

できた。 
（２）事業の効率性 
群馬県医師会が実施する事業に支援することで、県内の

多数の勤務医を対象とした事業を行うことができた。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.22（医療分）】 

専門医認定支援 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

専門医制度による専攻医の確保に向け、県内の専門研修プロ

グラムの充実・周知を図り、即戦力となる医師の確保・県内

定着を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

医療施設従事医師数（人口 10 万人対）233.8 人（R2）→257

人以上（目標年次 R5） 

事業の内容（当初計画） 専門医制度による専攻医の確保のため、基本領域別に基幹施

設や県医師会等による協議を開催するとともに、専攻医とな

る研修医への県内プログラムの情報提供や説明会を開催し、

専攻医の確保を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内の専門研修プログラムの情報提供（県ホームページ更新

１回等）、領域別協議の実施（１領域以上） 

アウトプット指標（達成

値） 

県内の専門研修プログラムの情報提供（県ホームページ更新

1回）、領域別協議の実施（0領域） 

事業の有効性・効率性 人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数は、249.9 人

（R6.12.31）となり、達成はできなかったが前進している。

医療施設従事医師数の増減には若手医師の流出をはじめ

様々な要因があり、本事業のみの効果として捉えることはで

きないが、本事業により、専門研修プログラムの情報提供等

を図ることは、専攻医の確保につながり、アウトカム指標の

達成に寄与している。また、専攻医の採用数は 85 人（R2 採

用数）→113 人（R7 採用数）に増加しており、本事業も寄与

していると考えられる。 

（１）事業の有効性 
専門医制度の円滑な運用に向け、各関係団体との連絡調整

を進めることができた。 
（２）事業の効率性 
県内医療機関が独自で正確な情報を把握することが非常

に困難なため、本事業により県内医療機関の新専門医制度の

円滑な運用を進めることにつながった。 
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その他  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

55 
 

事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.23（医療分）】 
医学生修学資金貸与 

【総事業費】 

27,600 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県においても医師不足や偏在化が顕著であり、医師の確

保及び定着が喫緊の課題となっている。 

アウトカム指標： 

・医療施設従事医師数（人口 10 万人対）233.8 人（R2）→

257 人以上（目標年次 R5） 

・初期臨床研修医の採用数 114 人（R4）→114 人以上（R5） 

事業の内容（当初計画） 県内の地域医療に従事する医師数の増加を図るため、県外

医学部に通う本県出身者及び県外出身者の医学生（５、６年

生）に対する修学資金の貸与を実施することにより、若手医

師の確保を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

（5年生）15 名（令和 5年度新規貸与予定者） 

（6年生）15 名（令和 4年度貸与継続者） 

アウトプット指標（達成

値） 

貸与を受けた医師数 ５年生 8 名 

６年生 14 名 

           合計 22 名 

事業の有効性・効率性 人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数は、249.9 人

（R6.12.31）となり、達成はできなかったが前進している。

医療施設従事医師数の増減には若手医師の流出をはじめ

様々な要因があり、本事業のみの効果として捉えることは

できないが、本事業により資金の貸与を受けた医学生は、一

定期間、県内の特定病院で勤務することになるため、アウト

カム指標の達成に寄与している。また、臨床研修医の採用数

が、99 人（R2 年度採用数）→111 人(R7 年度採用数）に増

加しており、本事業も寄与していると考えられる。 

（１）事業の有効性 
目標となるアウトプット指標に対して被貸与者数は 5 年

生 8 名、6 年生 14 名であった。目標を達成して行くには、

現在の社会情勢を考慮しながら、群馬県や臨床研修病院の

魅力を医学生向けに訴求する必要がある。県外の医学部に

進学した群馬県出身者を呼び込み、県外出身の群馬大学生
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が群馬県に残るように、医学生修学資金事業だけでなくレ

ジデントサポート推進事業と絡めながら目標達成に向けて

事業を継続したい。 
（２）事業の効率性 
群馬県出身の県外大学の医学生に加えて、県外出身の群

馬大学の医学生にも貸与することで臨床研修医の確保につ

ながった。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.24（医療分）】 

勤務環境改善支援センター運営事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師・看護職員等の医療スタッフ離職防止や医療安全確保を

図るためには、各医療機関が、計画的に勤務環境改善に向け

た取組を総合的に支援する体制を構築する必要が生じた。 

アウトカム指標： 

医療従事者の離職率の低下 

8.1％（H30）→7.6％（R5） 

事業の内容（当初計画） 各医療機関の勤務環境改善に対する自主的な取り組みを支

援していくため、研修会の開催やアンケート調査等を実施

し、医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を強化す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

センターが支援を実施する医療機関数 
40 病院 

アウトプット指標（達成

値） 

センターが支援を実施する医療機関数  

12 病院 

事業の有効性・効率性 医療従事者の離職率（R6 病院看護実態調査） 8.1％ 

 

本県の医療従事者の離職率は、前年の 8.1％（R5）からは変

動なし。また、センターが支援を実施した医療機関数は延べ

12 医療機関（R6）。前年度から減少傾向にあるものの、医療

機関ニーズ調査を基に支援を必要としている医療機関への

的確な支援を実施し、勤務環境改善に寄与。 

（１） 事業の有効性 
本事業により、勤務環境改善に取り組む医療機関が増加し

た。 
（２） 事業の効率性 
 医療機関の労務管理状況を調査し、調査結果から支援が必
要であると見込まれる医療機関には積極的にアプローチす
ることで、適切かつ効率的に勤務環境改善への取組を促進し
ている。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.25（医療分）】 

小児初期救急導入推進事業 

【総事業費】 

625千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 群馬県（郡市医師会等へ委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

少子化、小児救急の不採算性などにより、病院における小児

科の閉鎖や小児救急医療を担う医師が不足していることか

ら、基幹病院の小児科医の負担軽減が課題となっている。 

アウトカム指標： 
県内の医療施設に従事する小児科医師数 293 名（H28）→

294 名以上（目標年次 R6） 

事業の内容（当初計画） 小児初期救急に対応できる医療機関及び医師を確保するた

め、各地域の内科医を対象とした小児医療に関する研修を

実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

内科医の小児医療への参加 
小児の診療を実施する休日・夜間急患センター等の数 
11 か所（H31（R1））→維持（R6） 

アウトプット指標（達成

値） 

小児の診療を実施する休日・夜間急患センター等の数 
11 か所（H31（R1））→維持（R6） 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

県内の医療施設に従事する小児科医師数 277 名（R2） 
診療所従事医師数の減少が大きかった。 

引き続き、他の事業と共に医師確保対策を総合的に推進

していく。 

（１）事業の有効性 
複数の医療機関による輪番制により、医師１人あたりの

当直回数を減少させることができ、小児科医の負担軽減と

確保に有効である。 
（２）事業の効率性 
対象の医療機関と、当番日数に応じた単価契約を締結す

ることにより、効率的に事業を実施できる。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26（医療分）】 

小児救急医療支援事業 

【総事業費】  

120,128千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 群馬県（病院へ委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

少子化、小児救急の不採算性などにより、病院における小児

科の閉鎖や小児救急医療を担う医師が不足していることか

ら、基幹病院の小児科医の負担軽減が課題となっている。 

アウトカム指標： 
県内の医療施設に従事する小児科医師数 293 名（H28）→

294 名以上（目標年次 R6） 

事業の内容（当初計画） 二次救急医療体制を維持するため、県内を４ブロックに分

け、小児科を標榜する病院が輪番を組むことにより、休日・

夜間における小児二次救急医療提供体制を整備する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

小児二次救急医療体制の維持 10 病院 
受入れ不能日（空白日）ゼロの維持 

アウトプット指標（達成

値） 

小児二次救急医療体制の維持（10 病院） 
受入れ不能日（空白日）：ゼロ件（R2～5）、ゼロ件（R6） 
小児傷病者の救急搬送における医療機関への受入照会４回

以上の数：26 件（R2）、45 件（R3）、45 件(R6)） 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

 県内の医療施設に従事する小児科医師数 277 名（R2） 

診療所従事医師数の減少が大きかった。 

引き続き、他の事業と共に医師確保対策を総合的に推進

していく。 

救急搬送における中等症以上の件数が増加している。 

（１）事業の有効性 
適正受診の普及により、特に休日夜間救急に携わる小児

科医の負担が軽減されることから、小児科医の確保に有効

である。 
（２）事業の効率性 
民間の事業者に委託して実施することで、充実した相談

体制を効率的に確保することができる。 
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その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.27 医療分）】 

子ども医療電話相談事業 

【総事業費】 

25,394千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 群馬県（民間業者へ委託） 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

少子化、小児救急の不採算性などにより、病院における小

児科の閉鎖や小児救急医療を担う医師が不足していること

から、基幹病院の小児科医の負担軽減が課題となっている。 

アウトカム指標： 
県内の医療施設に従事する小児科医師数 293 名（H28）→

294 名以上（目標年次 R6） 

事業の内容（当初計画） 子育て中の親の不安軽減や症状に応じた適切な医療の受診

を促す相談・助言を行うため、休日夜間の電話相談事業を

実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

子ども医療電話相談の年間相談件数 
27,297 件（H30）→27,000 件以上（R6） 

アウトプット指標（達成

値） 

子ども医療電話相談の年間相談件数 

23,401(R6) 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 
H30 以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、マ

スクの着用や手指消毒、不要不急の外出自粛等の感染症予

防が広く採られたこともあり、小児の急病が減少し、年間

相談件数は減少傾向にあったが、27,297 件（H30）→19,822
件（R4）→25,115 件（R5）→23,401(R6)と感染症の流行前

の数値に戻りつつある。 
保護者の不安軽減と小児科医の負担軽減のため、引き続

き本事業を効果的に実施して参りたい。 

（１）事業の有効性 
適正受診の普及により、特に休日夜間救急に携わる小児

科医の負担が軽減されることから、小児科医の確保に有効

である。 
（２）事業の効率性 
民間の事業者に委託して実施することで、充実した相談
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体制を効率的に確保することができる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.28（医療分）】 
新人看護職員研修事業 

【総事業費】 

54,399 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、病院等 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、在宅医療の推進等により看護職員への需要がますま

す高まる中、新人看護職員が基礎的な能力を養うための研

修を着実に実施することで、看護の質の向上と早期の離職

の防止を図ることが求められている。 

アウトカム指標： 
新卒看護職員離職率の低下（R2 9.1％ → R6 8.2％） 

事業の内容（当初計画） 看護職員の慢性的な不足が見込まれていることから、臨床

研修等の即戦力としての資質向上を図る研修を実施し、看

護の質の向上や早期離職防止を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

 新人看護職員研修補助金申請施設数 R2 45 施設→R6 
51 施設以上 

 研修受講者数（R2 1,279 人 → R6 1,300 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

・新人看護職員研修補助金申請施設数（R6 51 施設） 
・研修参加者数（R6 1,337 人） 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

看護職員数（常勤換算）：R6 26,802.7 人 
（R6 年末看護職員業務従事者届集計結果より） 
新卒看護職員離職率：R6 9.4％ 

（１）事業の有効性 
「新人看護職員研修ガイドライン」に沿った新人看護職

員研修を実施することにより、看護職員確保や離職防止に

効果があると考える。 
（２）事業の効率性 
自施設で研修を行う医療機関に対する補助と、中小施設

を対象とした研修委託を併せて行うことで、効率的に研修

実施をサポートできていると考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.29（医療分）】 

看護職員資質向上推進事業 

【総事業費】 

11,779 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高度化・専門化する医療や多様化するニーズに対応するた

め、高い専門性を有する看護職員の養成が求められている。 

アウトカム指標：  
看護職員離職率の低下（R4 9.1％ → R6 8.2％）   

事業の内容（当初計画） 高い専門性を有する看護職員の確保や資質の向上が課題と

なっていることから、看護職員に対する資質向上研修を実施

することにより専門性の向上を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

各研修の受講者数  
・実習指導者講習会修了者数（特定分野含む）  

 ～R5（累計）1,777 名→～R6（累計）1,830 名  

・看護補助者の資質向上研修受講者数 200 名 

アウトプット指標（達成

値） 

・実習指導者講習会修了者数（特定分野含む） 
R6（累計）1,832 名 

・看護補助者の資質向上研修受講者数 R6 265 名 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった。 

■観察できた 

離職率：R6 8.1％ 

（１）事業の有効性 
 実習指導者講習会は看護師等が学生指導に必要な知識・

技術を習得し、学生に効果的かつ質の高い指導ができる

指導者を養成している。 
 専任教員継続研修は、養成所で勤務する看護教員の現任

教育の場であり、学生への質の高い教育の実施につなが

っている。 
 離職率について、群馬県では（R4 9.1％→R6 8.1％）と

減少しており、一定の効果があると考えられる。 

（２） 事業の効率性 
実習指導者講習会は専任教員の養成も担う、群馬県立県

民健康科学大学に委託して実施、専任教員継続研修は群馬

県立県民健康科学大学及び看護師養成所の現役教員の協
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力を得て実施しており、効率的に運営できている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.30（医療分）】 

院内研修用設備整備事業 

【総事業費】 

1,728 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 病院 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員の慢性的な不足が見込まれていることから、新人看

護職員や復職した看護職員の即戦力としての役割が高まって

おり、勤務する医療機関での職場研修の充実が重要となって

いる。 

アウトカム指標： 
看護職員離職率の低下（R4 9.1％ → R6 8.2％） 

事業の内容（当初計画） 院内研修等で使用する看護実習シミュレーター等の設備整備

の補助を実施することにより、病院に勤務する看護職員の

個々の看護技術の向上を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

院内研修用設備整備事業の補助件数  5 件以上 

アウトプット指標（達成

値） 

R6 補助実績 7 件 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった。 
■観察できた 

離職率： R6 8.1％ 

（１）事業の有効性 
 院内研修等で使用するための看護実習シミュレーター等の

設備整備の補助を実施することにより、病院に勤務する看護

職員の個々の実践的な看護技術の向上が図られる。 
 離職率について、群馬県では（R4 9.1％→R6 8.1 
％）と減少しており、一定の効果があると考えられる。 
（２）事業の効率性 
勤務する病院における職場研修の充実が図られる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.31（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助事業 

【総事業費】 

221,873 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 看護師等養成所 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、在宅医療の推進等により看護師等への需要が増えてい

くことが予想されることから、看護師等養成所による看護師

等の確保が必要である。 

アウトカム指標： 
補助対象養成所卒業生の県内就業率（R3 76％→ R6 
78％）   

事業の内容（当初計画） 看護職員の慢性的な不足が見込まれているなか、看護師等養

成所による安定的で質の高い看護師の養成が重要であるこ

とから、看護師等養成所の運営費に対する補助を実施するこ

とにより、看護師等養成所の安定的な運営及び教育の質の維

持・向上を図る。また、養成所への支援を通して学生の負担

を軽減するとともに、卒業後の他県への流出の減少を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

運営費補助件数：R6 15 校 

アウトプット指標（達成

値） 

運営費補助件数：R6 16 校 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった。 
■観察できた 
養成所卒業生の県内就業率：R6 年度 79.2% 

 

（１）事業の有効性 
県内の看護師等養成所の運営を支援することにより、経営

が安定し教員の確保や教材の充実など看護教育の向上を図

ることによって、質の高い看護職員を養成する。 
今後も、本事業に継続的に取り組み、養成所卒業後の他県

への流出の減少を図る。 
（２）事業の効率性 
養成所の運営の安定化を図ることができた。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.32（医療分）】 

院内保育施設運営費・施設整備費補助事業 

【総事業費】 

93,149 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 病院または診療所 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

若い医師・看護師等の医療従事者が勤務する上で、保育の需

要は高く、離職の防止や再就業の促進において必要性が高

い。 

アウトカム指標： 
看護職員離職率の低下（R4 9.1％ → R6 8.2％） 

事業の内容（当初計画） 医療従事者の離職防止及び再就業促進を図るため、病院内

保育施設の充実が必要となっていることから、病院内保育

施設の運営費の補助を実施することにより、病院内保育施

設の安定的な運営を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

院内保育所運営費補助の件数 
R2 33 カ所 → R6 34 カ所以上 

アウトプット指標（達成

値） 

院内保育所運営費補助の件数（R6 31 カ所） 

※保育所の閉園及び申請はしたが実績がなかったことなど

により、31 カ所への補助にとどまった。 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 

離職率：R6 8.1％ 

 

（１）事業の有効性 
病院及び診療所に従事する職員のために病院内保育施設

を運営する事業について助成することで、医療従事者の離

職防止や再就業の促進が図られる。 
 離職率について、群馬県では（R4 9.1％→R6 8.1 
％）と減少しており、一定の効果があると考えられる。 
（２）事業の効率性 
病院内保育施設が増えることにより、医療従事者が働き

やすい環境が整う。 

 
 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.33（医療分）】 

ナースセンター事業 

【総事業費】 

9,648 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県（群馬県看護協会委託） 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

潜在看護師等の再就業と定着を推進することで、地域や施

設における看護職員の偏在解消を進めていくことが必要で

ある。 

アウトカム指標： 
看護職員の再就業者数（ナースセンター事業によるもの） 
R2 267 人 → R6 300 人 

事業の内容（当初計画） 潜在看護師等の就業の促進及び定着を図る事業を行うた

め、県看護協会をナースセンターに指定し、業務を委託して

いる。 
事業内容は、無料職業紹介事業（ハローワークとの連携含

む）、看護力再開発講習会、潜在看護職員復職支援研修、看

護師等届出制度の周知等を行っている。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

 無料職業紹介の相談件数 R1  3,086 件  →  R6 
4,000 件 

 復職支援研修参加者 R3 6 人 → R6 15 人 

アウトプット指標（達成

値） 

求職相談件数（R6 3,080 件） 
研修参加者数（R6 12 名） 
未達成の理由：新型コロナに係るワクチン接種やコールセ

ンター業務など医療機関以外の業務が縮小し、看護職の就

業者自体が減少したため。 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 
看護職員の再就業者数：R6 479 人 

 

（１）事業の有効性 
新型コロナウイルス感染症流行以降、一部中止及び事業

規模縮小のため、研修参加者は目標値の 80%であった。対

面での研修以外にも e ラーニングを用いた研修を導入し研

修の参加者の増加を図っている。 
（２）事業の効率性 
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県看護協会で一元的に行うことにより、より効率的な運

営ができる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.34（医療分）】 

看護師等養成所施設・設備整備費補助事業 

【総事業費】 

6,415 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 看護師等養成所 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、在宅医療の推進等により看護職員への需要が高まる

ことが予想されることから、看護師等養成所による看護職

員の養成を確保する必要がある。 

アウトカム指標： 
補助対象養成所卒業生の県内就業率（R3 77％→ R6 
79％） 

事業の内容（当初計画） 看護師等養成所による看護職員の養成を支援するため、校

舎の新築・増改築に係る施設整備費やシミュレーター等の

設備整備費の補助を行うことにより、教育環境の改善や学

生負担の軽減を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

施設・設備整備費補助件数： 
R3 9 校 → R6 9 校 以上 

アウトプット指標（達成

値） 

施設・設備整備費補助件数：R6 6 校 
 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 
養成所卒業生の県内就業率： R6 年度 79.2% 

 

（１）事業の有効性 
看護師等養成所における施設・設備整備事業への補助に

より、安定的で質の高い看護師の養成が可能となる。 
（２）事業の効率性 
 看護師等養成所における施設・設備整備の補助を実施す

ることにより、効率的に教育の質の向上を図ることができ

る。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.35（医療分）】 

感染管理認定看護師研修支援事業 

【総事業費】 

13,608 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 病院、訪問看護事業所、介護老人保健施設 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新型コロナウイルス感染症の収束の見えない中、クラスタ

ー発生の防止、感染対策の強化にむけ、感染症に関する専門

的な知識と技術を備えた看護サービスの提供が求められて

いる。 

アウトカム指標： 
 県内感染管理認定看護師数 R2 44人 → R6 65人 

事業の内容（当初計画） 感染管理にかかる認定看護師教育課程に看護師を派遣する

病院等に対し、病院等が負担した受講費用等を一部補助す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

感染管理認定看護師研修補助人数 6 人 

アウトプット指標（達成

値） 

R6 年度補助人数 10 人 

 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 
県内感染管理認定看護師数 R2 44 人 → R6 71 人 
(日本看護協会公表資料「都道府県別認定看護師登録者数」

より) 

（１）事業の有効性 
 補助対象が感染管理の A 課程に限定されていることで申

請者がいないため、令和６年度からは B 課程も含めて補助

を実施することとした。 
（２）事業の効率性 
 研修受講にかかる経費負担を軽減することで、派遣者(受
講者)数の増員を図ることができ、医療の充実及び看護の質

向上に対して効率的に成果を上げることができる。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.36（医療分）】 

救急医療専門領域医師研修事業 

【総事業費】 

6,519 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

全国的に救急搬送件数が増加傾向にあり、救急搬送先の決

定まで時間を要していることから、病床機能の分化の一環

として、二次救急病院等の受入体制を強化する必要がある。 

診療科別医療施設従事医師数（救急科） 
現状 50 人（H28）→55 人（目標年次 R6） 

事業の内容（当初計画） 本事業は、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化

及び連携について、医療機関の自主的な取組及び医療機関

相互の協議により進められることを前提として、これらを

実効性のあるものとする事業として、救急医療に係る専門

的な実地研修（急性心筋梗塞、小児救急、重症外傷、脳卒中）

を実施することにより、救急医療体制の質の向上を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修受講者 100 名 

アウトプット指標（達成

値） 

研修受講者 456 名（R6） 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 
県内の医療施設に従事する救急科医師数 65 名（R3）につ

いて目標値を達成することができた。引き続き、他の事業と

共に医師確保対策を総合的に推進していく。 

 

（１） 事業の有効性 
 救急医療を担う医療機関等に勤務する医師を対象として

専門的な実地研修を実施することで、地域が一体となって

対応できる体制を構築することができる。 

（２） 事業の効率性 
 医師・看護師等を対象とした救急医療に関する研修を数

多く開催している県内唯一の高度救命救急センターに委託

することで、効率的に事業を実施できる。 
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その他  
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事業の区分 Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.37（医療分）】 

災害医療研修 

【総事業費】 

930 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県医師会 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

災害時における急性期医療から亜急性期医療への引継ぎが

課題となっている一方で、急性期を対象とした研修・訓練は

整備されているが、亜急性期を対象とした研修・訓練は行わ

れておらず、担い手となる医療従事者の確保・育成が必要で

ある。 

アウトカム指標： 

亜急性期に派遣できる医療救護チーム数 
24 チーム（H30）→39 チーム（R5) 

事業の内容（当初計画） 災害時、五師会がチームを編成して円滑に医療救護活動が

できるように、県医師会が実施する災害医療研修（亜急性

期）に対して支援。 
（五師会：医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、柔

道整復師会） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修修了者 60 名 

アウトプット指標（達成

値） 

研修修了 12 チーム 59 名 

事業の有効性・効率性 （事業終了後１年以内のアウトカム指標） 

□観察できなかった 

■観察できた 
亜急性期以降に派遣できる医療救護チーム：51 チーム編成

（令和７年３月 31 日） 

（１）事業の有効性 
近年、豪雨や地震等、大規模災害が多発している中で、亜

急性期以降の長期間にわたり、避難所巡回や家庭訪問が行え

る、多職種からなる救護班を編成できる体制整備は有効であ

る。 
（２）事業の効率性 
研修の企画運営を、災害医療の研修についてノウハウのあ

る基幹災害拠点病院が担っており、指導経験がある研修スタ

ッフを効率的に確保することが可能。また、五師会を一度に
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対象とすることで、各職種への研修を同時に実施でき、１回

の研修により 4 チーム分の人材を育成することができる。

（１回につき 20 名程度受講） 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.38（医療分）】 
医師育成留学支援事業補助金 

【総事業費】 

2,238 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県においても医師不足や偏在化が顕著であり、医師の確保及び

定着が喫緊の課題となっている。  

アウトカム指標：（例） 

医療施設従事医師数（人口 10 万人対）233.4 人（R4）→262

人以上（目標年次 R6） 

事業の内容（当初計画） 群馬大学医学部附属病院に所属する医師が、国外又は県外の先進

的な医療機関等において研修を実施することに対して、その必要

経費の一部を補助することにより、同病院の魅力向上にもつな

げ、若手医師をはじめとした後進の確保と育成を推進することを

目的とする 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

貸与を受けた医師数（２名） 

アウトプット指標（達成

値） 

令和 6 年度貸与を受けた医師数 ２名 

事業の有効性・効率性 人口 10 万人あたりの医療施設従事医師数は、249.9 人

（R6.12.31）となり、達成はできなかったが前進している。

医療施設従事医師数の増減には若手医師の流出をはじめ

様々な要因があり、本事業のみの効果として捉えることは

できないが、国外又は県外の先進的な医療機関での研修後、

群馬大学医学部附属病院に勤務することにより、同病院の

魅力向上と後進の確保、育成に寄与するものと考えられる。 

（１）事業の有効性 
県内で専門的に学べる場所が限られている中、国外や県

外の先進的な医療機関で、より高度な専門知識を学ぶ意欲

のある医師の支援として有効である。 
（２）事業の効率性 
令和６年度は事業実施初年度であったため、今後、効率性

について検討していきたい。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.39（医療分）】 
群大地域医療枠施設改修費補助 

【総事業費】 

3,890 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

群馬大学医学部地域医療枠について、より多くの若手医師の県内

定着を目的に地域医療枠（現在 18 名）を増員することが求めら

れており、増員に対応した群馬大学実習室の改修及び設備整備が

必要である。 

アウトカム指標：（例） 

群馬大学医学部地域医療枠 18 名（R5）→20 名（R7） 

事業の内容（当初計画） 群馬大学実習室の改修を要するため、当該整備に必要な経費を

補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

令和 6 年度中の改修工事完了 

アウトプット指標（達成

値） 

令和 6 年度中に改修工事を完了した。 

事業の有効性・効率性  

（１）事業の有効性 
改修により、より多くの地域医療枠学生が実習を行う環

境が整った。 
（２）事業の効率性 
学生の実習の妨げとならないよう、大学の春休み期間を

利用し改修を行うことで、効率的な執行ができたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.40（医療分）】  
薬剤師の知識・技能向上及び人材確保対

策事業 

【総事業費】 

3,785 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県（一般社団法人群馬県薬剤師会及び一般社団法人群

馬県病院薬剤師会へ委託 ） 

事業の期間 令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

令和５年６月に厚生労働省から示された「薬剤師偏在指標

等について」（厚生労働省医薬局総務課 事務連絡）におい

て、全国の薬剤師の現在及び将来（2036 年時点）の需給状

況（以下「偏在指標」という。）が示され、本県は 2036 年時

点で病院薬剤師偏在指標、薬局薬剤師の偏在指標が、目標年

次（2036 年）において到達すべき薬剤師の偏在指標の水準

である１．０（目標偏在指標）を下回る結果が示された。 

これを受け群馬県では、薬剤師確保計画を第９次群馬県保

健医療計画の中で定め、当該確保計画に基づき偏在を解消

することに努めることとしている。 

2026 年時点における病院薬剤師偏在指標を 2023 年現在の

値（0.74）よりも改善させる。 

2036 年時点の病院・薬局ともに偏在指標 1.0 を目指す。 

事業の内容（当初計画） １ 薬剤師復職支援事業  
（１）薬局薬剤師に対する復職支援事業  
   医療従事者等の確保・養成のための事業として、薬局

を対象に、薬局薬剤師の復職支援事業を実施  
（２）病院薬剤師に対する復職支援事業  

医療従事者等の確保・養成のための事業として、医療

機関を対象に、病院薬剤師の復職支援事業を実施  
２ 病院薬剤師確保対策事業  
  病院薬剤師確保のための就職説明会を実施する  
３ 薬剤師知識・技能向上支援事業  
（１）オンライン服薬指導推進  
   小規模な地域の薬局に対するオンライン服薬指導導

入のメリット等、制度の理解促進に向けた研修会等に

ついて関係団体を通じて実施する。  
（２）電子処方箋の普及推進  
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  医療関係者等に対する電子処方箋のメリット等、制度

の理解促進に向けた研修会等について、関係団体を通じ

て実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

１ （１）、（２）研修会の開催回数（各１回／年） 
（１）、（２）研修会への参加人数（各１０人／年） 

２ セミナーの開催回数（１回／年） 
セミナーへの参加人数（５０人／年） 

３ （１）、（２）研修会の開催回数（各１回／年）  
（１）、（２）研修会への参加人数（各６０人／年） 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会、セミナーの開催回数 
１：（１）１回（２）１回 
２：２回 
３：（１）１回（２）１回（３）１回※ 

参加人数 
１：（１）５人（２）２人 
２：計４５人  
３：（１）４８人（２）４８人（３）５１人※ 

※３（３）については、当初予定していなかった薬剤師の知

識・技能向上を目的とした在宅医療に係る研修会を実施し

た。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

■観察できなかった 

□観察できた 

薬剤師偏在指標が公表される年度ではないため観察はでき

なかった。 

（１）事業の有効性 
研修会やセミナーを開催することにより県内潜在薬剤師の

掘り起こしや県内病院における薬剤師の新規確保により、

薬剤師の偏在解消につながることが期待できる。 

 
（２）事業の効率性 
薬局・病院薬剤師としての実務経験を有する会員が所属す

る県薬剤師会及び県病院薬剤師会に委託することで、効率

化を図っている。 

その他  
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事業の区分 Ⅵ．勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事

業 

事業名 【医療分 No.41】 

地域医療勤務環境改善体制整備事業 
【総事業費】 

35,213 千円 

事業の対象となる区域 
県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

２０２４年４月から医師に対する時間外労働の上限規制の適用

が開始され、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時

間短縮を強力に進めていくため、必要かつ実効的な施策を講じ

る必要がある。 

アウトカム指標： 
医師労働時間短縮計画における対象医師の平均時間外・休

日労働時間の目標を達成した医療機関の増加 
０病院（Ｒ５）→３病院（Ｒ６） 

事業の内容（当初計画） 地域医療に特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっ

ている医療機関に対して、医師の労働時間短縮のための体

制整備に関する支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

ICT を活用した労働時間短縮の取組の新規実施件数 3 病院 

アウトプット指標（達成

値） 

ICT を活用した労働時間短縮の取組の新規実施件数 1 病院 

事業の有効性・効率性  
（３） 事業の有効性 
アウトプット指標（3 病院）に対し実績は 1 病院にとどまっ
たが、2024 年 4 月からの医師の時間外労働上限規制適用を
受け、ICT 活用による時短効果が高い医療機関へ重点的な
支援を行うことができた。No.24「医療勤務環境改善支援セ
ンター運営事業」によるソフト面の支援と、本事業によるハ
ード面（体制整備）の支援を併せることで、県全体としての
勤務環境改善に向けた推進力となっている。 
（４） 事業の効率性 
本事業は、地域医療に特別な役割があり、かつ時間外労働が
長時間となっている医療機関を重点的に支援することか
ら、効率的に実施している。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.42（医療分）】 
食事療養提供体制確保事業 

【総事業費】 

74,189 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4月 1日～令和 6年 5月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

食材料費の高騰により、食事療養を提供する医療機関では、

人員体制が圧迫されている。食材料費高騰による負担を軽

減し、管理栄養士等の専門職と連携したチーム医療のもと、

適切な助言・管理を踏まえた食事療養を継続して提供でき

る体制の確保が必要である。 

アウトカム指標： 

支援対象病院における NST 活動の維持（「栄養サポートチーム加

算」を算定する施設の数） 

 35 施設（令和 5 年度）→35 施設（令和 6 年度） 

事業の内容（当初計画） 食材料費の高騰による負担を軽減し、チーム医療を推進す

る病院及び有床診療所を支援する。 
（補助単価） 
・食材料費支援 1 床当たり 1,600 円 
・支援期間 2 か月分 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

食事療養提供体制の確保を行う病院及び有床診療所への支

援数 

アウトプット指標（達成

値） 

支援を実施した施設数： 160 施設 

対象病床数： 23,184 床 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 最新の NST 加算算定施設数が更新されていないため、指

標地の確認は困難である。しかし、食材料費への支援により

医療機関の負担が軽減され、食事療養提供体制の維持に寄

与したことから、本事業は一定の有効性があったと考えら

れる。 

 

（１）事業の有効性 
本事業により県内病院（有床診療所）の申請を受け、支援

金を支給。食材提供体制の確保及び維持に活用をいただき、

事業実施は有効であったと言える。 
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（２）事業の効率性 
 申請受付から審査、支払いまで県が一括して実施したこ

とにより、迅速かつ効率的に執行することができた。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】 
群馬県介護施設等の整備に関する事業 

【総事業費】 

350,923 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6 年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり

を推進する。 

アウトカム指標：多様な福祉・介護サービス基盤の整備を計画的

に推進する。 

・地域密着型介護老人福祉施設（入所定員） 

1,855 床（R5） →2,083 床（R8） ※R8 までに＋228 床 

・認知症高齢者グループホーム（利用定員） 

3,324 床（R5） →3,531 床（R8） ※R8 までに＋207 床 

・小規模多機能型居宅介護事業所（利用定員） 

2,993 人（R5） →3,080 人（R8） ※R8 までに＋87 人 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所（利用定員） 

445 人（R5） →  619 人（R8）  ※R8 までに＋174 人 

事業の内容（当初計画） ①地域密着型サービス等の整備に対する助成を行う。 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費等に対して支援を

行う。 

③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に

対して支援を行う。 

④介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止に必要

な経費に対し支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第９期高齢者保健福祉

計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備

等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提

供体制の整備を促進する。 

アウトプット指標（達成

値） 

なし 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

多様な福祉・介護サービス基盤の整備を計画的に推進している。 

（１）事業の有効性 
 地域密着型サービス施設等の整備の促進により、高齢者が地
域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 
（２）事業の効率性 
県補助金交付要綱に調達方法や手続について行政の取扱いに準
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拠するよう定めることで一定の共通認識のもとで施設整備を行

い、調達の効率化が図っている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１（介護分）】介護人材確保対策会

議 

【総事業費】 

154 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数の増、離職率の低下、資質の向上） 

 第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 介護関係団体や関係行政機関等を構成員とする介護人材確

保対策会議を開催する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

会議の開催回数 ２回  
介護人材確保対策の総合的な推進 

アウトプット指標（達成

値） 

会議の開催回数 ２回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 

☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
各団体・機関等の介護人材確保に向けた取組について情報

共有を行うとともに、県が実施する事業の検討を行うなど、

効果的な介護人材確保対策の実施に向け各団体・機関等の連

携を図った。 

（２）事業の効率性 
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介護労働安定センター群馬支部が主催する「介護労働懇談

会」と開催目的及び構成員が類似することから、本会議と合

同で開催した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２（介護分）】介護事業者等認証評

価事業 

【総事業費】 

4,999 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数の増、離職率の低下） 

 第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 群馬県が、人材育成及び処遇・職場環境の改善に積極的に取

り組む介護事業者を「ぐんま介護人材育成宣言」事業者とし

て認定し、その取組を広く公表する。また、宣言事業者のう

ち、一定の基準を満たした介護事業者を、認証事業者として

認証する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・宣言認定  各年 25 事業者 
・認証   各年３事業者 

アウトプット指標（達成

値） 

・宣言認定  各年 14 事業者 
・認証   各年３事業者 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 
☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
令和６年度は、新たに 14 事業者が人材育成及び処遇・職場

環境改善に取り組むことを宣言し、令和６年度末時点で 197
事業者において取組が実施された。また、３事業者を認証事
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業者として認証し、一定程度の効果が得られたが、宣言事業

者数の目標には到達しなかった。今後、当該事業の普及を継

続するとともに、認証事業者の取組事例を広く公表すること

等により、目標達成を図る。 
（２）事業の効率性 
「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に基づく厚

生労働大臣の指定を受けた（公財）介護労働安定センターに

事業の一部を委託し、人材育成及び処遇・職場環境改善の取

組に対して、アドバイザーの訪問による相談援助や専門家派

遣による支援等を行うことで、効率的に事業を執行すること

ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.4】 
介護への理解促進事業 

【総事業費】 

2,562 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護福祉士養成校、介護福祉士養成校協議会、介護労働安定

センター、老人保健施設協会等 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数の増）  

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） ○介護人材参入促進事業 

介護福祉士養成校が行う介護の魅力を発信する取組及び介護や介

護の仕事への理解を促進する取組等を支援する。 

○介護への理解促進事業 

介護関係団体や介護事業者等が行う介護の魅力を発信する取組及び

介護や介護の仕事への理解を促進する取組等を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護の理解促進事業への幅広な支援 

事業実施件数１１件／年 

アウトプット指標（達成

値） 

R６年度 
事業実施件数：53 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画における令和７年度の介護職員需要数

（40,843 人）に対する充足率の向上 

 

□観察できなかった 

☑観察できた  

介護職員数 37,452 人（R3）→38,481 人（R4） 

      → 37,664 人（R5）→37,142 人（R6） 

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4） 

         → 92.2%（R5）→90.9%（R6） 
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（１）事業の有効性 
現役の介護職員等が小学校、中学、高校に訪問し、介護現

場での介護や介護の仕事の魅力を紹介したことで、生徒

4,667 名に対して介護の理解促進を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
 介護福祉士養成施設及び介護サービス事業者団体が実施

主体のため、全県的に実施し、効率的に参入・理解促進を図

ることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.５（介護分）】福祉マンパワーセンター

事業（福祉・介護の仕事イメージアップ事

業） 

【総事業費】 

513 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数

及び充足率の増加） 

 第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 〇オンラインによる社会福祉施設等の見学会を実施する。 
〇小中高生向け介護の魅力発信イベント等の開催 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

〇オンラインによる社会福祉施設等見学会（２施設） 

 参加者２０名 

○小中高生向け介護の魅力発信イベント（３回） 

 参加者１００名 

アウトプット指標（達成

値） 

〇オンラインによる社会福祉施設等見学会（４施設） 

 参加者 34 名 

○小中高生向け介護の魅力発信イベント（２回） 

 参加者 379 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 

☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
出張説明会や介護の魅力発信イベントを通して仕事の魅
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力を伝えたり、福祉の仕事啓発動画 DVD を配布したりする

ことにより、福祉の仕事に対するイメージアップと福祉職へ

の参入促進を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
 動画作成なども実施しながら、多くの方に対して魅力を発

信することができた。引き続き事業を実施し、介護人材のす

そ野の拡大につなげたい。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.6】 
介護の職場体験事業 

【総事業費】 

407 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護事業者団体等 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数の増）  

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 若者・女性・高年齢者など多様な介護未経験者等に向けて介

護事業者団体等が行う職場体験を含む研修等を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護の職場体験による参入促進（事業実施件数１２件） 

アウトプット指標（達成

値） 

R６年度 

事業実施件数：7件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画における令和７年度の介護職員需要数

（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 
☑観察できた  

介護職員数 37,664 人（R5）→37,142 人（R6） 

介護職員の充足率 92.2%（R5）→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
介護未経験者が職場体験を含む研修等を受講することによ

り、介護業界への就業が期待できる。 
（２）事業の効率性 
 本事業の実施主体は、介護サービス事業者団体であった

め、全県で実施するなど事業の効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.７】 
元気・活躍シニア地支えあい活動支援事

業 

【総事業費】 

８９５千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県長寿社会づくり財団 

事業の期間 令和６年４月 1日～令和７年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取り組みを実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る（介護職員数

及び充足率の増加） 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 介護予防推進のボランティア活動等に役立つ実用的な学習

の機会を提供することで、元気な高齢者の社会参加及び生活

支援の担い手としての活躍を推進するとともに、要支援者の

増加を抑制し、高齢者が元気でいつまでも社会との関わりを

持つことができる、明るく活力のある長寿社会の実現を目指

す。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・チェアヨガ講座 受講者 ４０名 
・ハンドケアセラピー講座 受講者 ５０名 
・タッピングタッチ講座 受講者 ６０名 
・若返りリトミック講座 受講者 １８０名 
・子育て応援ボランティア講座 受講者 ６０名 

アウトプット指標（達成

値） 

・チェアヨガ講座 実施せず 

・ハンドケアセラピー講座 受講者 １４名 

・タッピングタッチ講座 受講者 ５５名 

・若返りリトミック講座 受講者 ２９７名 

・子育て応援ボランティア 受講者 ５０名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員需

要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 

□観察できなかった 

☑観察できた（介護職員数の公表は翌々年度） 
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介護職員数 37,452 人(R3)→38,481 人(R4) 

→37,664 人(R5)→37,142 人(R6) 

介護職員の充足率 91.7%(R3)→94.2%(R4) 

→92.2%(R5)→90.9%(R6) 

（１）事業の有効性 
 若返りリトミック講座については、当初計画を上回る１．

６５倍の２９７名が受講した。このことは、元気な高齢者の

社会参加及び生活支援の担い手としての活躍を推進すると

ともに、介護予防推進ボランティア活動等に役立つ実用的な

学習の機会を提供することができたと言える。 
（２）事業の効率性 
 各種講座はそれぞれ市町村と連携し開催しており、市町村

等が実施している介護予防推進のボランティア活動などが

紹介されている。そこでボランティア活動に興味・関心を持

ってもらい参加につなげることで、効率的な元気な高齢者の

社会参加及び生活支援の担い手を養成することができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.8】 
介護未経験者等に対する研修等支援業 

【総事業費】 

2,020 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度に向け、介護人材

の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数及び充足率の増

加）  

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人  

事業の内容（当初計画） 市町村が実施する初任者研修や初任者研修の受講者に対す

る受講料補助に要する経費を支援する。  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

実施市町村 ３市町村  

アウトプット指標（達成

値） 

実施市町村 ５市町村 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上  

観察できなかった 

観察できた       

介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664

人（R5）→ 37,142 人（R6）   

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）

→90.9%（R6）   

（１）事業の有効性 
市町村の取組を支援することによって、令和６年度には初

任者研修実施１件、初任者研修受講料補助人数２７人を達成

することができた。今後、当該事業の普及を継続し、更なる

地域の介護人材の確保を図る。  
（２）事業の効率性 
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本事業の実施主体は市町村であり、地域住民に対して効果

的な事業実施が可能である。今後は更に多くの市町村に対し

実施を働きかけていきたい。  

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.９（介護分）】マッチング機能強化事業 

  

【総事業費】 

15,828 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数の増） 

 第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） ○就職相談会や就職ガイダンス等の実施 
○福祉・介護人材マッチング機能強化事業 
専門員による求職者及び求人事業者に対する相談支援及び

入職後のフォローアップ相談等を行う。また、体験事業を活

用し、多様な人材の促進を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・福祉の就職ガイダンス等（４回開催） 参加者数７０人 

・就職相談会におけるキャリア支援専門による就職相談件

数 ９０件 

・キャリア支援専門員による養成校・ハローワーク訪問

（１５０回）及び施設見学会等（１００回実施） 

・キャリア支援専門員による就職相談件数２，１００件 

・マッチング機能強化事業による就職人数１１０人 

・体験事業利用者数 １０人 

アウトプット指標（達成

値） 

・福祉の就職ガイダンス等（５回開催） 参加者数 120 人 

・就職相談会におけるキャリア支援専門による就職相談件

数 297 件 

・キャリア支援専門員による養成校・ハローワーク訪問

（135 回）及び施設見学会等（458 回実施） 

・キャリア支援専門員による就職相談件数 4,463 件 

・マッチング機能強化事業による就職人数 304 人 

・体験事業利用者数 ６人 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 
☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
キャリア支援専門員を配置し、求人事業所や求職者に対

し、従事者目線に立った情報の提供等を行うことで、目標値

を上回る 304 人のマッチングを達成できた。求職者と求人

事業所で条件の不一致がある場合には、キャリア支援専門員

が中心となり条件面の交渉を行うとともに、事業所に対し

て、求職者の傾向を伝えることで充足しやすい求人を申請す

るよう促すことにより、就職者数を増やしていきたい。 
また、キャリア支援専門員による就職相談件数は、目標値

を上回る 4,463 件の実績があった。施設見学会については、

より多くの方が見学できるよう集合型とオンライン形式の

双方で実施した。 
（２）事業の効率性 
 キャリア支援専門員を配置することで、従事者目線に立っ

た効果的な情報提供等を行うことができ、効率的かつ円滑に

マッチングを図ることができた。 
 また、群馬労働局等の関係機関と連携して就職面接会を開

催することにより、各分野から幅広く求職者を集めることが

でき、効果的に事業を執行できた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】介護に関する入門的研修 【総事業費】 

2,734 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、市町村 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。(介護職員

数及び充足率の増加)  

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人  

事業の内容（当初計画） 中高年齢者等の介護未経験者が介護職や介護ボランティア

に参入しやすくなるよう、市町村が実施する受入促進セミナ

ーや入門的研修の実施及び施設等とのマッチングに要する

経費を支援するとともに、入門的研修を実施する企業等に県

が講師を派遣する。  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・実施市町村 ６市町村  
・研修参加者数 ２００人  

アウトプット指標（達成

値） 

・実施市町村 ９市町村 

・研修参加者数 １７６人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上  

□観察できなかった 

☑観察できた       

介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664

人（R5）→ 37,142 人（R6）   

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）

→90.9%（R6）  

（１）事業の有効性 
令和６年度は、介護に関する入門的研修の修了者が１６４名

となり、多くの介護未経験者に対し介護職や介護ボランティ
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アに参入する機会を提供することができた。  
（２）事業の効率性 
本事業の主な実施主体は市町村であり、地域住民に対して効

果的な事業実施が可能である。今後はより多くの地域で研修

が受講できるよう、市町村に対し実施について働きかけてい

きたい。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11】 
将来の介護サービスを支える若年世代

の参入促進事業 

【総事業費】 

3,339 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護福祉士養成校 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数の増、介護福祉士養成施設入学者の増） 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 介護福祉士養成校が行う介護の魅力を発信する取組や介護

の仕事への理解を促進する取組等、及び留学生に対する日本

語指導等の取組を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・支援する養成校の数 4 校 

アウトプット指標（達成

値） 

・支援した養成校の数 4 校 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画における令和７年度の介護職員需要数

（40,843 人）に対する充足率の向上 

□観察できなかった（介護職員数の公表は翌々年度） 

☑観察できた 

介護職員数 37,664 人（R5）→37,142 人（R6） 

介護職員の充足率 92.2%（R5）→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
令和６年度には、４校の専門学校等において中高生や地域

住民へ福祉・介護の仕事の魅力を発信して理解を深める取

組、また１校の専門学校においてカリキュラム外で留学生に

日本語学習支援の取組が行われたことで、介護人材の新規参

入促進を図ることができた。 
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（２）事業の効率性 
専門知識を有する福祉系の専門学校等が、進路選択の一つと

して、中高生や地域住民に福祉・介護の仕事の魅力を直接伝

えたり、留学生の学習支援を行ったりすることで、効率的に

事業を執行することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12】 
外国人留学生への奨学金支給支援事業 

【総事業費】 

8,010 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護事業者 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。  

令和 7 年度の介護福祉士養成施設の外国人留学生入学者数 

60 人  

事業の内容（当初計画） 介護事業者が外国人留学生の学費や居住費を支援する奨学

金の支給に要する経費を支援する。  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助事業実施法人数 ５件  

アウトプット指標（達成

値） 

補助事業実施法人数 ６件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上ௗ  

□観察できなかった  

☑観察できた        

介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664

人（R5）→ 37,142 人（R6）ௗௗ  

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）

→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
 令和５年度から実施した「外国人介護人材マッチング支援

事業」と合わせて介護事業者への周知を実施することで、目

標に到達した。引き続き、介護事業者への周知を行い、介護

福祉士の資格を取得し県内で介護業務に就労することを希

望する外国人留学生を支援する。  
（２）事業の効率性 
「外国人介護人材マッチング支援事業」と合わせて事業を周

知するとともに、県ホームページ等を活用し、全県的に事業
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の周知を図ることで、実施主体の便宜を図った。  

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.13】 
介護に関する入門的研修の実施等とマ

ッチングまでの一体的支援事業 

【総事業費】 

8,276 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。  

第 9 期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 8 年度末の

養成目標  

・外国人介護福祉士候補者の海外からのマッチング人数（延

べ数） ７２人  

事業の内容（当初計画） 日本語学校に在籍し、県内で介護職として就労を希望する留

学生等と、外国人介護職員の受入を希望する介護施設等及び

介護福祉士養成施設等とのマッチングを支援する。  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護福祉士養成施設との合同説明会 ３回  
・介護施設等向け個別説明・相談会 １０回  
・留学生とのマッチング人数 ４０人  

アウトプット指標（達成

値） 

・介護福祉士養成施設との合同説明会 ３回  
・介護施設等向け個別説明・相談会 ７回  
・留学生とのマッチング人数 ４０人  

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上ௗ  

□観察できなかった  

☑観察できた        

介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664

人（R5）→ 37,142 人（R6）ௗௗ  

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）

→90.9%（R6）ௗ  

（１）事業の有効性 
ノウハウのある委託事業者と連携して事業を実施し、介護福

祉士の資格取得を目指す外国人材と、県内介護事業者等との
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マッチングを支援した。引き続きマッチングを支援すること

で、介護分野における質の高い外国人材の受入につなげる。  
（２）事業の効率性 
送り出し国の日本語学校とつながりのある事業者に委託

して事業を実施し、多くの外国人材に対して事業参加を呼び

かけることができた。一方で、外国人材を受け入れることに

不安を感じる県内介護事業者は少なくないため、説明会等を

通して更なる事業参加を呼びかけていきたい。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１４（介護分）】介護福祉士修学資金等

貸付（福祉系高校修学資金貸付事

業）  

【総事業費】 

1,206 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数

及び充足率の増加） 

 第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 群馬県社会福祉協議会に貸付原資を補助し、介護職を目指す

福祉系高校の学生の増加と卒業後の介護現場への就労・定着

を促進するための「福祉系高校修学資金」の貸付を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

福祉系高校修学資金貸与者数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

福祉系高校修学資金貸与者数 ６人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 

☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
修学資金の貸与を通じて、福祉系高校卒業後の介護現場へ

の就労・定着を図ることができたが、目標値に到達すること

はできなかった。制度の更なる周知を図り、利用の拡大につ

なげていく。 
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（２）事業の効率性 
 福祉系高校に出向いて希望を募ることで、実績を伸ばすこ

とができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１５（介護分）】介護福祉士修学資金等

貸付（介護分野就職支援金貸付事

業）  

【総事業費】 

5,628 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数

及び充足率の増加） 

 第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 群馬県社会福祉協議会に貸付原資を補助し、他業種で働いて

いた方等の介護分野における介護職としての参入を促進す

るための「介護分野就職支援金」の貸付を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

介護分野就職支援金貸与者数 35 人 

アウトプット指標（達成

値） 

介護分野就職支援金貸与者数 28 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 

☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
修学資金の貸与を通じて、他業種からの参入促進を図るこ

とができたが、目標値に到達することはできなかった。制度

の更なる周知を図り、利用の拡大につなげていく。 
（２）事業の効率性 
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 ハローワークと連携して希望を募っている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.16】 
介護人材キャリアアップ研修支援事業 

【総事業費】 

3,813 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護関係団体、介護福祉士養成施設等 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数の増）  

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） ○介護関係団体や介護福祉士養成施設等が行う介護人材の

キャリアアップのための研修等の取組を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護職員のキャリアアップ推進事業実施件数：25 件／年 

アウトプット指標（達成

値） 

〇介護人材キャリアアップ研修支援事業 
 研修実施回数 ４７回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画における令和７年度の介護職員需要数

（40,843 人）に対する充足率の向上 

 

□観察できなかった 

☑観察できた  

介護職員数 37,664 人（R5）→37,142 人（R6） 

介護職員の充足率 92.2%（R5）→90.9%（R6） 

（１） 事業の有効性 
本事業は、介護関係団体や介護福祉士養成施設等が行う介護

人材のキャリアアップのための研修やその受講者の負担軽

減の取組等を支援することにより、高齢者の医療・介護ニー

ズへの対応を目的としている。令和６年度はキャリアアップ

推進事業の実施件数が 47 件となり、目標に到達した。今後

も引き続き、受講対象者等に対する周知を徹底し、研修の講
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師を継続的に養成するための仕組み作りを実施する。 
（２）事業の効率性 
 研修の実施を専門機関に委託し、県は指導・監督する形で

役割分担することにより、効率化な運用を図ることができ

た。 

その他  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

115 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.17（介護分）】 
介護人材キャリアアップ研修支援事業

（老人福祉施設対策事業） 

【総事業費】 

9,065 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 一般社団法人群馬県老人社会福祉施設協議会（老施協）、群

馬県内各医師会 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度に向け、介護人材

の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数及び充足率の増

加） 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） ○群馬県老人福祉施設協議会研修事業費補助 
 老施協が実施する、老人福祉施設の施設長及び職員を対象

に行う研修事業に要した経費を補助する。 
○群馬県地域医療介護連携感染症予防・対策事業費補助 
 県内医師会が実施する感染予防事業（介護施設への実地指

導、研修等）に要した経費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・群馬県老人福祉施設協議会研修事業 

 研修実施回数 新任職員研修等 17 研修 

・群馬県地域医療介護連携感染症予防・対策事業 

 実地指導 派遣施設数 19 施設／年 

 研修会 12 地域×年 3回 

アウトプット指標（達成

値） 

・群馬県老人福祉施設協議会研修事業 

 研修実施回数 新任職員研修等 18 研修 

・群馬県地域医療介護連携感染症予防・対策事業 

 実地指導 派遣施設数 53 施設／年 

 研修会 12 地域×年 3回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
観察できなかった 
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観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
本事業は、老施協や医師会行う介護人材のキャリアアップ

のための研修等を支援することにより、高齢者の医療・介護

ニーズへの対応を目的としている。令和６年度は前年実績を

上回る研修会等の実施となり、目標に到達した。介護サービ

ス事業所を対象に、専門的な技術や知識について研修を行う

ことで、質の高いサービスを提供するための体制確保が図ら

れた。 
（２）事業の効率性 
研修等の実施主体を専門機関とし、県が監督する形で役割

分担することにより、効率化な運用を図ることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.19】 
ぐんま認定介護福祉士養成事業 

【総事業費】 

10,657 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。  

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数及び充足率の増加）   

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人  

  

事業の内容（当初計画） 介護福祉士の意欲向上と職場定着を図るための研修。180 時

間（17 日間）の研修及び認定試験を実施する。  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修修了者数 ２６名  

アウトプット指標（達成

値） 

研修修了者数 ２９名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上ௗ  

□観察できなかった  

☑観察できた        

介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664

人（R5）→ 37,142 人（R6）ௗௗ  

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）

→90.9%（R6）ௗ  

（１）事業の有効性 
各年一定の認定者を養成することができており、介護施設

等におけるリーダーの育成が推進されている。今後も引き続

き、オンラインの活用による利便性の向上や、介護施設等へ

の周知等を通して、目標達成を図る。  
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（２）事業の効率性 
研修の実施を専門機関に委託し、県は指導・監督する形で

役割分担することにより、効率化な運用を図ることができ

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.20】 
介護知識・技術普及啓発事業 

【総事業費】 

3,293 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。  

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数の増、離職率の低下、資質の向上）  

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人   

事業の内容（当初計画） 施設職員や県民を対象に、介護技術スキルアップ、介護支援

技術、認知症介護スキルアップ、人材育成の分野に関する講

座を開催し、高齢者ケアに関する専門的な能力・技術の向上

を支援する。  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・施設職員の介護知識、技術のレベルアップ支援、県民の介

護知識や技術 を身につけるための支援として１２講座を開

催（受講者数７４７名）  

アウトプット指標（達成

値） 

１２講座開催（受講者数５３０人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上ௗ  

□観察できなかった  

☑観察できた        

介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664

人（R5）→ 37,142 人（R6）ௗௗ  

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）

→90.9%（R6）ௗ  

（１）事業の有効性 
研修参加者のニーズに応じた講座メニューを設けること

により、様々な面から高齢者ケアに関する技術を学ぶ機会を
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設けることができた。  
また、修了者が増加するに伴い、介護職員等の介護知識及び

技能の底上げを図ることができた。  
ただし、受講対象者である介護職員が業務多忙であることな

どを理由に、研修受講者数の確保が厳しくなってきているた

め、オンラインを活用するなどして、利便性の向上を図りた

い。  
（２）事業の効率性 
研修の実施を専門機関に委託し、県は指導・監督する形で

役割分担することにより、効率化な運用を図ることができ

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.21】 
喀痰吸引等研修事業 

【総事業費】 

1,606 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。  

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数及び充足率の増加）  

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人   

事業の内容（当初計画） ○指導者講習  
介護職員が喀痰吸引等を実施するために受講することが必

要な研修（基本研修・実地研修）の講師を養成する。  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○指導者講習  
研修２回実施 受講者数６４人  

アウトプット指標（達成

値） 

○指導者講習  
研修２回実施 受講者数３７人  

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上ௗ  

□観察できなかった  

☑観察できた        

介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664

人（R5）→ 37,142 人（R6）ௗௗ  

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）

→90.9%（R6）ௗ  

（１）事業の有効性 
感染症拡大防止対策等を講じながら、本事業は、介護職員

等による喀痰吸引等の提供体制を強化することにより、高齢

者の医療的ケアのニーズへの対応を目的としている。令和６

年度は３７人が研修を受講したが、目標に到達しなかった。
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今後も引き続き、受講対象者等に対する周知を徹底し、研修

の講師を継続的に養成するための仕組み作りを実施する。 
（２）事業の効率性 
研修の実施を専門機関に委託し、県は指導・監督する形で

役割分担することにより、効率化な運用を図ることができ

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２２】 
介護支援専門員資質向上事業 

【総事業費】 

39,412 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に確保して

いくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の取組を実施し、総

合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：第８期群馬県高齢者保健福祉計画における

令和７年度の介護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 「群馬県介護支援専門員実務研修等事業実施要綱」に基づき

開催する、実務研修、専門研修、再研修、更新研修、主任研

修、主任更新研修の実施に係る経費の一部を指定研修実施機

関に対して補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

介護支援専門員実務研修等の企画運営体制を整備し、受講者

の経験に応じて必要な技術・技能の研鑽を図ることで、介護

支援専門員の資質向上を図るため、６研修（受講定員 1,850
人）を実施。受講者全員が到達目標を達成できる。 

アウトプット指標（達成

値） 

６研修 修了者 1,523 人（R5）→1,592 人（R6） 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 

□観察できなかった 

☑観察できた（介護職員数の公表は翌々年度） 

介護職員数 37,664 人（R5）→37,142 人（R6） 

介護職員の充足率 92.2%（R5）→90.9%（R6） 

 

（１）事業の有効性 
研修を受講した介護支援専門員が、経験年数や能力、有する

資格等に応じて必要な技術・技能を修得できる。 
令和６年度は６種類の研修を用意し、計 1,591 名の修了者

の資質向上に繋げることができた。 
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修了者数は、対象となる介護支援専門員数と直結するため、

介護支援専門員の確保に努めたい。 
（２）事業の効率性 
介護支援専門員の経験年数や能力、有する資格等に応じて研

修の種類が細分化されているため、それぞれのレベルに合わ

せて必要な知識を効率的に学習することができた。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.23】介護支援専門員資質向上事業

（地域あんしん生活支援事業） 

【総事業費】 

3,624 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県社会福祉協議会 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数及び充足率の増加） 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 「群馬県介護支援専門員実務研修等事業実施要綱」に基づき

開催する、実務研修、専門研修、再研修、更新研修、主任研

修、主任更新研修の実施に係る経費の一部を指定研修実施機

関に対して補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

６研修受講者数 １，６００人 

アウトプット指標（達成

値） 

６研修受講者数 １，５９１人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画において推計した令和７

年度の介護職員の需要見込（40,843 人）に対する充足率 

□観察できなかった 

☑観察できた 

 R4 R5 R6 

介護職員数 38,341 人 37,664 人 37,142 人 

充足率 94.2% 92.2% 90.9% 
 

（１）事業の有効性 
法定研修の全てを実施して、継続的な受講を可能とするこ

とにより、介護支援専門員としての資質の向上が図られた。 
（２）事業の効率性 
更新研修の実習を除く全課程をオンライン形式により実
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施。実施を進める中、受講者に対するオンライン受講に対す

る感想や意見を聞き取り、受講生の負担軽減が図れているこ

とを確認した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.24】 
介護支援専門員資質向上事業 

（がん患者在宅療養支援事業） 

【総事業費】 

500 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数の増、介護支援専門員の資質向上） 

第 8 期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人  

事業の内容（当初計画） 〇若年がん患者在宅療養支援事業に関わるケアマネジャー 
養成研修 
若年の末期がん患者に特化したケアマネジメントが必要 
となるため、研修会を開催し介護支援専門員の技術向上を 
図る。 

〇若年がん患者在宅療養支援事業に関わるケアマネジャー 
 ブラシュアップ研修 
 養成研修に参加した者が、更なる技術向上を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護支援専門員の技術向上 
 養成研修（年 2 回、受講者各 30 名）ブラシュアップ研修 
（年 1 回受講者 30 名） 

アウトプット指標（達成

値） 

・若年がん患者在宅療養支援事業に関わるケアマネジャー 

養成研修 

（１回目 17 名、２回目 15 名） 

・若年がん患者在宅療養支援事業ブラシュアップ研修 

 （16 名） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上  

 

☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度）  
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介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664

人（R5）→ 37,142 人（R6）  

 

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）

→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
 「若年がん患者在宅療養支援事業」において、利用者とサ 
ービス提供事業所の調整を担う介護支援専門員を対象に、

事業説明や利用者ケアの実践等について研修を行うこと

で、ケアマネジメント能力の向上が図られた。 
（２）事業の効率性 
 研修会の開催を群馬県介護支援専門員協会に委託するこ 
とで、研修内容の企画、講師等との調整、開催案内等、効 
率的に行うことができた。 

その他  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

129 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.25】 
代替職員の確保による実務者研修等支

援 

【総事業費】 

310 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護事業者 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数の増）  

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） ○介護関係団体や介護福祉士養成施設等が行う介護人材のキャ

リアアップのための研修等の取組を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・代替職員派遣事業所数 ５事業所 
・介護職員のスキルアップの推進 

アウトプット指標（達成

値） 

・代替職員派遣事業所数 ２事業所 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画における令和７年度の介護職員需要数

（40,843 人）に対する充足率の向上 

 

□観察できなかった 

☑観察できた  

介護職員数 37,664 人（R5）→37,142 人（R6） 

介護職員の充足率 92.2%（R5）→90.9%（R6） 

（２） 事業の有効性 
本事業は、介護職員による研修等の受講を補助することによ

り、介護職員のスキルアップと定着を図るものである。 
令和６年度は、２事業所に補助を行った。 
（２）事業の効率性 
 平成 30 年度には事業所が既存の非常勤職員の勤務時間増
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による代替分についても補助の対象とするなど、制度を見直

したところである。 
令和７年度以降も引き続き介護事業所へ事業の周知を図り、

補助事業所の増加を図る。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.26】 
認知症ケア研修事業（認知症サポート医

等養成） 

【総事業費】 

3,116 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に確保して

いくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の取組を実施し、総

合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標： 

第 9期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 8年度末の養成目標 

・認知症サポート医：２６５人 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者：１，２００人 

・認知症対応力向上研修受講者数 

歯科医師４８０人、薬剤師７２０人、看護職員１，２５０人、病院

勤務の医療従事者１，２８０人 

事業の内容（当初計画） 認知症サポート医の養成・フォローアップ、かかりつけ医認知症対応

力向上、病院勤務の医療従事者向けの認知症対応力向上のための研

修、認知症疾患医療センター情報交換会等を実施し、地域における認

知症対応力の向上を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・認知症サポート医養成研修 養成数１０人 

・認知症サポート医フォローアップ研修 受講者数８０人 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修 受講者数８０人 

・認知症対応力向上研修受講者数 

歯科医師６０人、薬剤師６０人、看護職員１６０人、 

病院勤務の医療従事者８０人、病院勤務以外の看護師等６０人 

アウトプット指標（達成

値） 

・認知症サポート医養成研修 養成数１２人 

・認知症サポート医フォローアップ研修 受講者数７５人 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修 受講者数７５人 

・認知症対応力向上研修受講者数 

歯科医師３７人、薬剤師７５人、看護職員１１３人、 

病院勤務の医療従事者４１人、病院勤務以外の看護師等４１人 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

第９期群馬県高齢者保健福祉計画における令和８年度末の養成目標

に対する到達度の向上（R6） 

□観察できなかった 

☑観察できた 

・認知症サポート医：２２６人（R5）→２３８人（R6） 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者： 

９７８人（R5）→１，０５３人（R6） 

・認知症対応力向上研修受講者数： 

歯科医師３７９人（R5）→４１６人（R6） 

薬剤師５７２人（R5）→６４７人（R6） 

看護職員１，０４２人（R5）→１，１５５人（R6） 

病院勤務の医療従事者７２３人（R5）→７６４人（R6） 

（１）事業の有効性 

かかりつけ医に対する研修は県内各地で実施することで、地域お

ける認知症への対応力を高めることができた。目標に到達しない項

目もあり、来年度以降も、開催方法や周知方法等について検討し、目

標達成を図る。 

（２）事業の効率性 

 認知症サポート医の養成にあたって、群馬県医師会と連携し、地域

バランスを考慮して各種研修の受講者を選考したところ、県全体と

して人口に対する認知症サポート医の配置数の地域偏在を効率的に

改善することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.27】認知症ケア研修事業 【総事業費】 

3,558 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、市町村 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める 

アウトカム指標：認知症専門ケア加算を取得する事業所数 

50 事業所  

事業の内容（当初計画） 介護施設・事業所の職員等を対象とした、認知症ケアに関す

る知識・技術を習得するための研修の開催や補助  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・認知症ケアに関する研修の実施回数：５回／年  
・認知症対応型サービス事業管理者研修、認知症対応型サー

ビス事業開設者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担

当者研修  修了者 計１１６名  

アウトプット指標（達成

値） 

・認知症ケアに関する研修の実施回数：５回／年  

・認知症対応型サービス事業管理者研修、認知症対応型サー

ビス事業開設者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担

当者研修  修了者 計９３名  

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上  

観察できなかった 

観察できた       

介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664

人（R5）→ 37,142 人（R6）   

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）

→90.9%（R6）  

（１）事業の有効性 
 年２回以上行う研修については、一回以上をオンラインで

実施するなどの工夫をした。目標には届かなかったが、今後

も受講機会の拡大をしていく必要がある。 
（２）事業の効率性 
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本事業は認知症ケアに関わる様々な人を対象に研修を行

っているため、市町村や関係団体等の多様なネットワークを

活用して、各種研修の周知を行っていきたい。 

その他  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

135 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.28】 
認知症ケア研修事業（認知症地域支援推

進員等） 

【総事業費】 

2,848 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に確保して

いくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の取組を実施し、総

合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標： 

令和８年度末に認知症地域支援推進員を配置する市町村数：３５市

町村 

令和８年度末に認知症初期集中支援チームを配置する市町村数：３

５市町村 

事業の内容（当初計画） 認知症地域支援推進員、初期集中支援チーム員等の研修受講の推進、

市町村職員・認知症地域支援推進員等を対象とした研修、意見交換会

等の開催、認知症サポーターを養成するキャラバン・メイト養成、若

年性認知症支援の向上のための研修受講、身体拘束廃止事例検討会

の開催 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・認知症地域支援推進員、初期集中支援チーム員研修 受講者５０

名 

・市町村、認知症地域支援推進員を対象とした研修 受講者５０名 

・キャラバン・メイト養成研修 受講者６０名 

アウトプット指標（達成

値） 

・認知症地域支援推進員、初期集中支援チーム員研修 受講者６９

名 

・市町村、認知症地域支援推進員を対象とした研修 受講者３５名 

・キャラバン・メイト養成研修 受講者５９名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

令和８年度末認知症地域支援推進員配置市町村数及び令和８年度末

認知症初期集中支援チーム配置市町村数に対する到達度（R6） 

□観察できなかった 

☑観察できた 

・認知症地域支援推進員配置市町村数：３５市町村（100％） 

・認知症初期集中支援チーム配置市町村数：３４市町村（97.1％） 
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（１）事業の有効性 

概ねの事業で目標値に達し、地域包括ケア構築に必要な人材育成

に寄与することができた。受講者数が目標値に届かなかった研修も

あるが、市町村における認知症施策の推進を支援するために必要な

取組であり、今後も継続して実施していく必要がある。 

（２）事業の効率性 

 本事業は認知症ケアに関わる様々な人を対象に研修を行っている

ため、市町村や関係団体等の多様なネットワークを活用して、各種研

修の周知を行っていきたい。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.29】 
チームオレンジコーディネーター研修

等事業 

【総事業費】 

238 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に確保して

いくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の取組を実施し、総

合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標： 

第９期群馬県高齢者保健福祉計画における令和８年度末のチームオ

レンジ等設置市町村目標数：３５市町村 

事業の内容（当初計画） 市町村が設置するチームオレンジの活動の中核的な役割を担うコー

ディネーターを養成するための研修会の開催や、コーディネーター

研修の講師となるチューターの養成研修に講師候補者となる者の派

遣等を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・チームオレンジコーディネーター養成研修参加者 ４０名 

・オレンジ・チューター養成研修派遣者数 ２名 

アウトプット指標（達成

値） 

・チームオレンジコーディネーター養成研修参加者 ２８名 

・オレンジ・チューター養成研修派遣者数 ０名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

第９期群馬県高齢者保健福祉計画における令和８年度末のチームオ

レンジ設置市町村数に対する到達度の向上（R6） 

□観察できなかった  

☑観察できた 

 ・チームオレンジ設置市町村数 17（R5）→25市町村（R6） 

（１）事業の有効性 

チームオレンジコーディネーター研修を実施したことにより、概

ね各市町村に 1 名ずつコーディネーターを配置することができた。

オレンジチューター養成研修については派遣実績なしであった。候

補者の掘り起こしに努めるとともに、次年度以降市町村における取

組の支援につなげたい。 

（２）事業の効率性 

 チームオレンジの活動にあたっては、それぞれの地域において本
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人や家族のニーズに合わせた支援体制の構築が必要なことから、チ

ームオレンジ・コーディネーターの役割は重要である。各市町村のチ

ームオレンジ推進のために、県がコーディネーターを養成すること

が効率的である。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.30】 
地域包括支援センター機能強化推進事

業 

【総事業費】 

1,590 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に確保して

いくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の取組を実施し、総

合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75歳以上となる令和７年度に向け、

介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数及び充足率の増

加） 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介護職員需

要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） ○地域包括支援センター職員研修事業 

・階層別研修（初任者・従事者・現任者・指導者）を実施し、地域包

括支援センターの意義・役割、各専門職が主として行う業務、他の専

門職との連携について理解し、業務の円滑な実施に資する講義と演

習を実施している。 

○自立支援型ケアマネジメント推進事業に係る専門職向け研修事業 

〇自立支援型ケアマネジメント推進事業アドバイザー派遣 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・地域包括支援センター職員研修事業 

 各１回／年、受講者数各５０人 

・自立支援型ケアマネジメント推進事業に係る専門職向け研修 

 各１回／年、受講者数各５０人 

・自立支援型ケアマネジメント推進事業アドバイザー派遣 ５０回 

アウトプット指標（達成

値） 

・地域包括支援センター職員研修事業 

 各１回／年、受講者数計９９人 

・自立支援型ケアマネジメント推進事業に係る専門職向け研修 

 各１回／年、受講者数計６４人 

・自立支援型ケアマネジメント推進事業アドバイザー派遣 ８市町

村延べ１６回 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画において推計した令和７年度の介

護職員の需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 

□観察できなかった 

☑観察できた 

介護職員数 38,481 人（R4）→ 37,664 人（R5）→37,142 人（R6） 

介護職員の充足率 94.2％（R4）→ 92.2%（R5）→90.9%（R6） 

（介護職員数の公表は翌々年度） 

（１）事業の有効性 

地域包括支援センターの職員に対する研修を実施し、職員の資質

向上とセンターの機能強化を図った。また、市町村における自立支援

型ケアマネジメントの取組を支援するため、専門職向けの研修やア

ドバイザー派遣を行った。地域包括ケアシステムを担う人材の育成

に寄与している。 

（２）事業の効率性 

初任者、現任者、指導者、介護予防支援従事者等の別に研修を開催

し、各対象者へ向けて実践的な内容を伝達するとともに、多様な職種

や機関との連携によるネットワークの形成を図った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３１（介護分）】 
地域包括ケア推進 

【総事業費】 

９００千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数及び充足率の増加） 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） ○地域包括ケア推進、在宅医療介護人材育成 
指導者及び職員の資質向上、在宅医療介護人材育成のた

めの研修等を実施する。 
○医療介護連携のための調整 
退院調整の際の連携状況等を調査し、調査結果を元に、各

圏域で医療・介護関係者の連携状況等に関する会議・研修

を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

〇医療・介護連携を推進するための人材の資質向上 

・市町村担当者向け研修（年１回、受講者９０名） 

・意思決定支援に関する医療・介護関係者向け研修（年３

回、受講者計１００名） 

〇退院調整状況調査の実施 

アウトプット指標（達成

値） 

〇医療・介護連携を推進するための人材の資質向上 

・市町村担当者向け研修（年２回、受講者計約１３５名） 

・意思決定支援に関する医療・介護関係者向け研修（年３

回、受講者計１２１名） 

〇退院調整状況調査の実施 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上   

 

観察できた（介護職員数の公表は翌々年度）   
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介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664

人（R5）→ 37,142 人（R6） 

 

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）

→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
・市町村担当者向け研修会の実施により、事業の実施主体

である市町村職員の本事業に対する理解促進が図られた。 
・専門職種ごとに意思決定支援研修会を実施することによ

って、各職種における本人の意向を尊重した意思決定を支

援するための知識の習得や理解の促進が図られた。 
（２）事業の効率性 
・全県域を対象としている市町村担当者向け研修会・退院

調整状況調査については、一部インターネットを活用して

実施することで、経費の節減を図った。 
・意思決定支援研修会の開催については専門知識と実績を

持つ団体へ委託することで、研修内容の企画や講師等との

調整を効率的に行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.32】権利擁護人材育成事業 【総事業費】 

10,993 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 県、市町村 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標： 

市民後見人養成等研修受講者数 100 人 

法人後見事業実施団体 16 者 

事業の内容（当初計画） ・市民後見人養成研修の実施、活動中の市民後見人に対する

支援体制の整備検討、候補者が家裁から選定されるまでの

資質の向上や意欲の向上を図るためのフォローアップ研

修の開催、法人後見支援等の権利擁護人材育成 
・成年後見制度に関する行政職員への専門研修の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・市民後見人養成研修の実施 ４市町村 
・法人後見立ち上げ支援事業の支援対象団体：２団体 

アウトプット指標（達成

値） 

・市民後見人養成研修の実施 ３市町村 

・法人後見立ち上げ支援事業の支援対象団体：２団体 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

□ 観察できなかった 

☑ 観察できた 

市民後見人養成等研修受講者数 162 人 

法人後見事業実施市町村社協 14 者 

（１）事業の有効性 
３市町村が市民後見人養成に取り組み、研修修了者 54 人

に対してフォローアップ研修を実施したほか、２団体が法人

後見事業を開始した。 
（２）事業の効率性 
各種研修等を県が開催することで、全県的に制度を周知

し、成年後見人及び市民後見人の養成を効率的に実施するこ

とができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３３（介護分）】介護相談員育成に

係る研修支援事業 

【総事業費】 

０千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に確保して

いくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の取組を実施し、総

合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75歳以上となる令和７年度に向け、

介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数及び充足率の増

加） 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介護職員需

要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 市町村が実施する介護サービス相談員派遣事業を推進するため、相

談員養成研修の受講費の一部を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者数 １０人 

アウトプット指標（達成

値） 

令和６年度事業未実施 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢者保健福

祉計画において推計した令和７年度の介護職員の需要見込（40,843

人）に対する充足率の向上 

☑観察できなかった 

□観察できた 

市町村からの研修参加希望がなく、事業を実施しなかったため。 

介護職員数 38,481 人（R4）→ 37,664 人（R5）→37,142 人（R6） 

介護職員の充足率 94.2％（R4）→ 92.2%（R5）→90.0%（R6） 

（介護職員数の公表は翌々年度） 

（１）事業の有効性 

現状、介護サービス相談員の事業を実施している市町村が少ない

ため目標値は達成されなかったが、市町村での介護サービス相談員

の配置促進と介護サービス相談員の質向上に有効であると考えられ

る。 

（２）事業の効率性 
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今後、高齢化が進行していくなかで、介護サービスの質向上が必須

となるため、市町村での介護サービス相談員配置を促進することで

施設でのサービスの質向上が期待できる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.34】 
介護予防の推進のための指導者育成事

業 

【総事業費】 

387 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県理学療法士協会・作業療法士会・言語聴覚士会連絡協

議会、群馬県作業療法士会等 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に確保して

いくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の取組を実施し、総

合的な介護人材確保対策を進める 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度に向け、介護人材の需給ギ

ャップの解消を図る。（介護職員数及び充足率の増加） 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介護職員需

要数 40, 843 人 

事業の内容（当初計画） 市町村の実施する介護予防事業及び地域ケア会議に資するリハ専門

職を育成するための研修の開催及び研修修了者のデータベース化を

行い、市町村等への人材派遣体制を構築する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護予防事業及び地域ケア会議に資するリハ専門職の育成（受講

者 130 人） 

・市町村への人材派遣体制の構築 

アウトプット指標（達成

値） 

・介護予防事業及び地域ケア会議に資するリハ専門職の育成（受講

者 158 人） 

・市町村への人材派遣体制の構築 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画において推計した令和７年度の介

護職員の需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 

□観察できなかった 

☑観察できた 

 介護職員数 38,481 人（R4）→ 37,664 人（R5）→37,142 人（R6） 

介護職員の充足率 94.2％（R4）→ 92.2%（R5）→90.9%（R6） 

（介護職員数の公表は翌々年度） 

（１）事業の有効性 

リハ専門職が育成研修を通じて、介護予防及び地域ケア会議の開

催に必要な知識及び技術を取得することができる。 

令和６年度は、のべ 158 人が研修で学んだ知識及び技術を活かし、
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住民主体の通いの場（介護予防）や地域ケア会議への参加を通じて、

地域包括ケアの推進を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

 リハ専門職に関する調査や研修修了者のデータベース化を県が担

当し、研修の開催・運営をリハビリ専門団体が担当（県は団体へ補助

金を交付）する形で役割分担することにより、専門性が高い研修を効

果的に実施するとともに、実績を県で効率的に把握することができ

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３５】 
介護施設等における防災リーダー養成

等支援事業 

【総事業費】 

3,850 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年 4月 1日～令和７年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。  

アウトカム指標：介護サービス従業者の離職率の改善   

介護労働実態調査 令和 5年度 10.4％→令和 6年度 9.5% 

事業の内容（当初計画） ・介護職員等向けの防災研修の実施  
・介護施設等からの防災に関する相談に関する窓口の設置  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・事業継続計画策定に関するセミナー ４回  
・相談窓口における相談対応件数 １２０件  

アウトプット指標（達成

値） 

・相談窓口における相談対応件数 １７０件  

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護労働実態調査

における介護サービス従業者の離職率の改善 

観察できた→指標：10.4％から 9.5%に減少した。 

（１）事業の有効性 
個別の相談対応を含め、ＢＣＰ策定支援を土台としなが

ら、法人・施設の防災力強化につなげることができた。  
また、福祉避難所のモデル訓練等で、行政、社協、保健所、

地域関係者等が連携する機会を新たに創設することができ、

地域における平時からの防災力向上の機会とすることがで

きた。  
（２）事業の効率性 
 災害福祉支援ネットワーク事務局を担う群馬県社会福祉

協議会に事業を委託して実施することにより、既存のノウハ

ウの活用や、各施設種別協議会を通じた事業周知等を行うこ

とで、事業効果を十分に拡げるための効率的な事業実施が実

現できた。  

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.36】外国人介護人材研修支援事業 【総事業費】 

０千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、市町村 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。(介護職員

数及び充足率の増加)  

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人  

事業の内容（当初計画） 技能実習生及び特定技能により就労する外国人に対し、介護

技能と日本語能力の更なる向上を目指すための研修を実施

する。  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修受講者 ６０名  

アウトプット指標（達成

値） 

事業未実施 

事業の有効性・効率性  

（１）事業の有効性 
（２）事業の効率性 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３８（介護分）】介護職員に対する悩み

相談窓口設置事業 

【総事業費】 

3,814 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数

及び充足率の増加） 

 第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 介護職員の職場の悩み等に関する相談を受け付ける窓口を

運営し、介護の知識と現場経験を有する相談員が、仕事に関

する悩みや不安等に関する相談に応じる。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

悩み相談窓口相談受付件数 ２００件 

アウトプット指標（達成

値） 

悩み相談窓口相談受付件数 ３３４件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 

☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
職場の悩み等を気軽に相談出来る窓口を設置し、介護の知

識と現場経験を有する相談員が相談に応じることで、仕事や

人間関係への不安の解消に繋げ、介護人材の定着の一助とす

ることが出来た。 
（２）事業の効率性 
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 来所での相談のみでなく、電話相談やメール相談受付によ

り積極的に相談を受け付けることが出来る。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.39（介護分）】ヘルパー人材確保（ヘ

ルパー同行支援） 

【総事業費】 

3,467 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員

数及び充足率の増加） 

第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和７年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） ヘルパーが安全に安心して働くことができるよう、２人以上

の職員によるサービスを提供する事業所を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助事業所数：１５０事業所 

アウトプット指標（達成

値） 

R６年度 補助事業所数：７６事業所（約５１％） 

 
目標未達成の原因等に対する見解、改善の方向性： 
補助事業を行うのが、令和６年度が初年度であったため、事

業所に対して対面で事業内容の説明等を行ったが、補助事業

に対する理解が完全には深められなかったことが目標未達

成の原因の一つと考えられる。県でヘルパーに対する補助事

業を引き続き行っていき、県内事業所に補助事業を行ってい

ることを浸透させていく。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 

 

□観察できなかった 

☑観察できた  

 

介護職員数 37,452 人（R3）→38,481 人（R4） 
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      → 37,664 人（R5）→37,142 人（R6） 

介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4） 

         → 92.2%（R5）→90.9%（R6） 

（１） 事業の有効性 
サービスを提供するホームヘルパーとは別にホーム 

ヘルパーを同行させ、ホームヘルパーのハラスメント 
被害防止、ハラスメント対策の機会創出をする７６事 
業所の支援を行った。 

 
（２）事業の効率性 
   県内訪問介護事業所の廃止理由の大半を占めるホー 

ムヘルパーの人材不足で人材不足の一因となっている 
「ホームヘルパー１人での訪問に対する不安」を解消 
するために同行支援を補助することで、ホームヘルパー 

定着に向け効率的な支援を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４０（介護分）】福祉マンパワーセンタ

ー事業（福祉・介護人材定着支援セミナー事

業） 

【総事業費】 

7,681 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数

及び充足率の増加） 

 第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 求人事業者を対象とした人材定着に資するセミナーの実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・定着支援･採用力向上セミナー（１回開催） 

アンケートによる参加者満足度の改善を図る。 

「参考になった」９０％の獲得。 

アウトプット指標（達成

値） 

・定着支援･採用力向上セミナー １回開催） 

アンケートによる参加者満足度の改善を図る。 

「参考になった」９８％の獲得。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 

☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 
求人事業所を対象に、ハローワーク、社会保険労務士及び

事業者代表を講師に迎え、選ばれる事業所、職員が定着する

職場づくりに関するセミナーをオンライン形式で開催した。 
（２）事業の効率性 
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 オンライン形式で実施した結果、移動の手間がないこと

や、興味のあるテーマを選択して視聴することが可能となっ

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４１（介護分）】雇用管理改善方策普

及・促進事業 

【総事業費】 

5,896 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数

及び充足率の増加） 

 第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 外国人介護人材の受入れ制度や雇用管理等に関して、管理者

等向けの講座を開催することにより、外国人介護人材の円滑

な受入れと適切な雇用管理を支援する。介護関係団体や介護

事業者等が行う雇用管理改善のための取組の支援を行うほ

か、介護施設・事業所に専門家派遣等を行うことにより、課

題解決を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・講座実施回数 ４回（参加者延 200 名） 

・介護事業者における雇用管理改善の推進（アドバイザー１ 

名配置、コンサル派遣２２回） 

アウトプット指標（達成

値） 

・講座実施回数 ８回（参加者延 371 名） 

・介護事業者における雇用管理改善の推進（アドバイザー１ 

名配置、コンサル派遣 34 回） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 

☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 



   

157 
 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、令和６年度は介護施設・事業所に対

し、287 件の相談援助及び 34 件の専門家派遣を実施し、介

護事業者における雇用管理改善が促進された。 
（２）事業の効率性 
 「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に基づく

厚生労働大臣の指定を受けた（公財）介護労働安定センター

に事業の一部を委託し、介護施設・事業所における雇用管理

改善に向けた取組の支援等を行うことで、効率的に事業を執

行することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.４３（介護分）】外国人介護人材受入施

設等環境整備事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的に

確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」の

取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年度

に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。（介護職員数

及び充足率の増加） 

 第８期群馬県高齢者保健福祉計画における令和 7 年度の介

護職員需要数 40,843 人 

事業の内容（当初計画） 外国人留学生が在籍する介護福祉士養成施設が行う教員の

質の向上に資する研修等に要する経費を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

支援事業者数 ３者 

アウトプット指標（達成

値） 

令和６年度事業未実施 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：第８期群馬県高齢

者保健福祉計画において推計した令和７年度の介護職員の

需要見込（40,843 人）に対する充足率の向上 
□観察できなかった 

☑観察できた （介護職員数の公表は翌々年度） 
介護職員数 37,452 人（R3）→ 38,481 人（R4）→ 37,664
人（R5）→ 37,142 人（R6） 
介護職員の充足率 91.7%（R3）→94.2％（R4）→92.2%（R5）
→90.9%（R6） 

（１）事業の有効性 

 
（２）事業の効率性 

  

その他  

 
 


